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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第12期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については１株当たり中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 

３ 第13期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 従業員数の［ ］は外数で臨時従業員の平均雇用人員を示しております。 

６ 純資産額の算定にあたり、第13期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

第一部 【企業情報】

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

会計期間

自 平成16年 
  4月1日 
至 平成16年 
  9月30日

自 平成17年
  4月1日 
至 平成17年 
  9月30日

自 平成18年
  4月1日 
至 平成18年 
  9月30日

自 平成16年 
  4月1日 
至 平成17年 
  3月31日

自 平成17年
  4月1日 
至 平成18年 
  3月31日

営業収益 (百万円) 37,146 41,023 42,533 74,016 82,329

経常利益 
（経常損失：△）

(百万円) 3,599 △108 1,352 3,681 106

中間(当期)純利益 
（中間純損失：△）

(百万円) 3,411 △323 1,288 3,709 357

純資産額 (百万円) 98,405 89,387 88,656 89,408 93,999

総資産額 (百万円) 129,121 126,999 120,355 121,132 133,171

１株当たり純資産額 (円) 43,393.78 41,518.89 39,042.87 41,332.86 43,661.41

１株当たり中間(当期)
純利益（１株当たり中
間純損失：△）

(円) 1,504.24 △149.97 598.36 1,630.78 162.56

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

(円) 1,502.78 － － 1,629.52 162.54

自己資本比率 (％) 76.2 70.4 69.8 73.8 70.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,092 2,706 3,699 4,302 3,582

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,637 △5,256 △4,556 △7,087 4,981

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,401 △2,283 △1,895 △10,916 △492

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 35,995 27,405 37,556 32,239 40,310

従業員数 (名) 288［120] 436［143] 476［172] 379［108] 468［147]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第13期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４ 従業員数の［ ］は外数で臨時従業員の平均雇用人員を示しております。 

５ 純資産額の算定にあたり、第13期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

会計期間

自 平成16年 
  4月1日 
至 平成16年 
  9月30日

自 平成17年
  4月1日 
至 平成17年 
  9月30日

自 平成18年
  4月1日 
至 平成18年 
  9月30日

自 平成16年 
  4月1日 
至 平成17年 
  3月31日

自 平成17年
  4月1日 
至 平成18年 
  3月31日

営業収益 (百万円) 36,068 37,133 37,981 71,881 74,377

経常利益 (百万円) 3,959 1,026 3,237 4,677 3,261

中間(当期)純利益 (百万円) 3,632 916 3,189 4,532 3,480

資本金 (百万円) 50,018 50,083 50,083 50,037 50,083

発行済株式総数 (株) 2,267,734 2,270,365 2,270,365 2,268,509 2,270,365

純資産額 (百万円) 99,788 92,612 91,071 91,393 99,109

総資産額 (百万円) 124,555 120,096 113,641 113,573 123,894

１株当たり純資産額 (円) 44,003.69 43,017.29 42,301.54 42,250.23 46,034.66

１株当たり中間(当期)
純利益

(円) 1,602.02 425.29 1,481.71 1,994.04 1,612.55

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

(円) 1,600.46 425.20 － 1,992.50 1,612.36

１株当たり配当額 (円) － － － 750.00 750.00

自己資本比率 (％) 80.1 77.1 80.1 80.5 80.0

従業員数 (名) 204［75] 201［74] 204［82] 217［77] 206［86]



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
（注）持分は20%未満ですが、当中間連結会計期間において、会社の財務及び営業の方針の決定に重要な影響を与

えることができるようになったため、当中間連結会計期間より持分法を適用しております。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年9月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。但し、業務委託契約に基づき派遣された人員については、就業時間を始め、就労に関する諸条件が当社

グループの規程の適用範囲ではない為、臨時従業員数に含めておりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年9月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。但し、業務委託契約に基づき派遣された人員については、就業時間を始め、就労に関する諸条件が当社規

程の適用範囲ではない為、臨時従業員数に含めておりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには労働組合は組織されておりません。 

また、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

名称 住所
資本金 
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社） 
 日本メディアーク株式会社

東京都
渋谷区

10
放送法による委託放
送業務

100

当社は、送信業務、顧客管
理業務及びデジタル放送普
及促進業務等を受託し、当
該業務に対する手数料を受
領しております。 
役員の兼任 無

（持分法適用関連会社） 
 日活株式会社 （注）

東京都
文京区

3,534 
放送法による委託放
送業務、映画事業、
興行事業

15

当社は、送信業務、顧客管
理業務及びデジタル放送普
及促進業務等を受託し、当
該業務に対する手数料を受
領しております。 
役員の兼任 有（1名）

区分 事業部門 管理部門 合計

従業員数(名) 347［133］ 129［39］ 476［172］

区分 合計

従業員数(名) 204［82］



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における日本経済は、原油や原材料の高騰により素材産業の景況感は悪化したも

のの、好調な企業業績を背景にした設備投資等、内需の底堅い伸びに支えられ、景気回復基調を持続し

ました。 

 放送業界では、BSデジタル放送の普及数も平成18年9月末で1,808万件（*1)を超え、地上デジタル放送

も平成18年12月には全国都道府県庁所在地で放送を開始すいたしました。また、CATV事業者は広域連携

を進めMSO(*2)化を図り、大手通信事業者もFTTH(*3)の基盤を整備することで共に、多チャンネル放送、

インターネット、IP電話を統合したいわゆるトリプルプレイの市場の拡大を目指しています。さらに、

ブロードバンドの普及により、有力なIT事業者が積極的に無料の動画配信を行ったり、地上波系のテレ

ビ局も自社で保有するコンテンツのインターネット配信を開始する等、放送業界は、放送と通信の融合

が進展する新たな競争環境において大きな変革の時を迎えています。 

 このような状況下におきまして、当社グループでは、成長のトレンドを維持しつつ成長のシナリオの

実現に向けて事業を行ってまいりました。具体的には、当社グループのコア事業であるスカパー！及び

スカパー！110において、加入者の拡大を図るべく積極的な販売促進活動の展開や解約防止策を実践し

てまいりました。また、「コンテンツアグリゲータ戦略」及び「マルチプラットフォーム戦略」を両輪

として更なる成長に向けた事業構造改革を推し進めてまいりました。 

 当社グループの前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の業務サービス別営業収益の推移は、

「2．生産、受注及び販売の状況（3）販売実績 ① 業務サービス別営業収益」に記載のとおりであり、

当中間連結会計期間における業務サービス別業績の概況は、以下のとおりです。 

  

(*1)社団法人BSデジタル放送推進協会発表 

(*2)MSO：Multiple Systems Operator 複数のCATV事業を運営する統括会社 

(*3)FTTH：Fiber To The Home 光ファイバーによる家庭向けの通信サービス 

  

① 顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業務  

（顧客管理業務） 

顧客管理業務は、放送事業者のために加入処理・有料放送維持・情報提供・課金・収納等のサービ

スを行い、当該サービスに対する手数料を放送事業者より受領しています。当該手数料収入の増減

は、加入件数、解約率及び平均視聴料単価（ARPU：Average Revenue Per User）に大きな影響を受け

ることとなります。 

 当中間連結会計期間の加入件数は、総登録者の新規受付数300千件（前年同期比1.6％減）、解約件

数224千件（前年同期比31.0％増）、純増数76千件（前年同期比43.0％減）となり、平成18年9月末の

累計総登録件数は4,178千件に達しました。個人契約件数は、新規受付数228千件（前年同期比7.7％

減）、解約件数169千件（前年同期比20.9％増）、純増数59千件（前年同期比44.9％減）となり、平

成18年9月末の累計個人契約件数は3,595千件に達しました。また、個人解約率は9.5％となってお

り、前年同期比1.2ポイント上昇しています。 

 当中間連結会計期間の新規受付数は、スカパー！及びスカパー！110は順調であったものの、スカ

パー！光の戸建て住宅の加入進捗の遅れから、全体として前年同期と比して減少いたしました。解約



率の上昇につきましては、主として「2006 FIFA ワールドカップTM ドイツ大会」の放送後の反動に

よるものです。 

 なお、前連結会計年度及び当中間連結会計期間の登録件数及び個人解約率の四半期別推移は、

「2．生産、受注及び販売の状況 （3）販売実績 ④ 登録件数及び解約率」に記載のとおりです。 

 また、当中間連結会計期間におけるスカパー！及びスカパー！110の平均月次視聴料単価は3,400円

（前年同期比96円減）となっており、平均月次視聴料単価のうち当社の収益となる平均月次業務手数

料単価は1,363円（前年同期比35円減）となっています。平均月次視聴料単価に関しては、有力なコ

ンテンツの投入等により向上を図ってまいりましたが、視聴者の番組選択におけるコスト意識の高ま

り等により、下落傾向を止めるに至っていない状況となっています。 

 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における平均月次視聴料単価及び平均月次業務手数料

単価の推移は、「5．生産、受注及び販売の状況 （3）販売実績 ② 平均月次視聴料単価（ARPU)及

び平均月次業務手数料単価」に記載のとおりです。 

  

（デジタル衛星放送普及促進業務） 

デジタル衛星放送普及促進業務は、有料デジタル多チャンネル放送普及のための広告宣伝や、加入

者獲得のための代理店網の構築、受信機規格の作成等となっており、当該サービスに対する手数料を

放送事業者より受領しています。 

 当中間連結会計期間におきましては、スカパー！及びスカパー！110において、6月から7月にかけ

て開催された「2006 FIFA ワールドカップ™ドイツ大会」全64試合の無料録画放送を、8月から9月に

は「2006年 FIBAバスケットボール世界選手権」の全80試合無料放送を実施し、新たなる加入者の獲

得と顧客満足度の向上を図ってまいりました。また、8月から「GO！GO！キャッシュバックキャンペ

ーン」（*4）を開始し、加入者の獲得に努めました。  

 当社グループは、加入者獲得効率の経営指標として、新規顧客1人当たり獲得費用（SAC：

Subscriber Acquisition Cost）により管理を行っています。前中間連結会計期間及び当中間連結会

計期間における四半期毎の新規顧客1人当たり獲得費用の推移は、「5．生産、受注及び販売の状況

（3）販売実績 ③ 新規顧客1人当たり獲得費用（SAC)」に記載のとおりです。  

 当中間連結会計期間におきましては、顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業務に関する営

業収益は、前中間連結会計期間に比べ登録件数が順調に推移したこと等により、前中間連結会計期間

に比し1,032百万円（4.1％）増収の26,245百万円となりました。 

  

（*4)スカパー！はテレビまたはDVDレコーダーと受信機を同時に購入、スカパー！110は110度CS内蔵タイプのテレビま

たはDVDレコーダーを購入し、新規加入した場合に、5,000円をキャッシュバックします。（その他の条件もあり

ます） 

  

② 放送番組送出関連業務 

放送番組送出関連業務は、放送番組の映像・音声信号等を衛星放送の規格に適合したデジタル信号に

変換する「放送番組デジタル信号変換業務」や、各放送番組のデジタル信号を多重化(*5)しアップリン

ク(*6)する「放送番組アップリンク業務」からなっており、放送事業者及び衛星の運営事業者より手数

料を受領しています。 

 当中間連結会計期間におきましては、放送番組送出関連業務に関する営業収益は4,547百万円とな

り、前中間連結会計期間から41百万円（0.9％）の微減となりました。 

  

（*5)多重化:複数の入力信号を1つの出力信号にまとめること 



（*6)アップリンク:地上の送信設備から通信衛星への送信 

  

③ その他プラットフォーム関連業務 

その他プラットフォーム関連業務は、上記①及び②の業務以外に、放送番組の調達や制作を行うコン

テンツ供給業務、番組ガイド誌の課金・収納業務、通信サービス・ブロードバンドコンテンツ配信サー

ビス等の新規業務を行い、事業の更なる拡大と新たな収益源の創造を行っています。 

 このうち、コンテンツ供給業務としては、ヨーロッパサッカーの最高峰といわれる「UEFA チャンピ

オンズリーグ」、イタリアの「セリエA」、イングランドの「プレミアリーグ」等のサッカーコンテン

ツ、松井秀喜選手等、多くの日本人プレーヤーが活躍する「アメリカ・メジャーリーグ・ベースボール

（MLB）」等、話題のコンテンツを提供してまいりました。 

  当中間連結会計期間におきましては、その他プラットフォーム関連業務に関する営業収益は、前中

間連結会計期間に比し518百万円（4.6％）増収の11,740百万円になりました。増収の主な要因は、受信

機のレンタル及び集合住宅向けのスカパー！光の収入が寄与したものです。 

  

以上の結果、当中間連結会計期間の営業収益は、前中間連結会計期間に比し1,509百万円（3.7％）増

収の42,533百万円となりました。一方、営業費用は、前中間連結会計期間に比し170百万円（0.4％）減

少の41,277百万円となりました。これは主に、マーケティングコストの減少によるものです。その結

果、営業利益におきましては、1,679百万円改善し、1,255百万円となりました。 

 営業外収益におきましては、余剰資金の効率的な運用による受取利息331百万円及び為替差益46百万

円等を計上しました。一方、営業外費用において持分法による投資損失370百万円等を計上しました。

その結果、経常利益は、前中間連結会計期間に比し1,460百万円改善し、1,352百万円となりました。 

 特別損失におきましては、固定資産除却損86百万円等を計上しました。その結果、中間純利益は、前

中間連結会計期間に比し1,611百万円改善し、1,288百万円となりました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ992百万円増加し3,699百万円とな

っています。主な要因としては、税金等調整前中間純利益が1,302百万円と前中間連結会計期間に比べ

1,514百万円改善したこと等によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ699百万円増加し4,556百万円のマ

イナスとなっています。増加の主な要因としては、前中間連結会計期間に11,297百万円計上した投資有

価証券の取得による支出が、当中間連結会計期間は259百万円であったこと等によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ387百万円増加し1,895百万円のマ

イナスとなっております。主な要因としては、自己株式の取得が無かったことによるものです。 

 以上のように、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローのプラスが主因となり、現金及び現

金同等物の中間期末残高は前中間連結会計期間末より10,151百万円増加して、37,556百万円となってい

ます。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

  

(1) 生産実績 

当社グループは、サービスの提供にあたり、製品の生産を行っていないため、生産実績について記載

すべき事項はありません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループは、受注生産を行っておりませんので記載すべき事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

① 業務サービス別営業収益 

当社グループの提供している業務サービスの区分による営業収益の内訳は次の通りであります。 

  

 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 平均月次視聴料単価（ARPU）及び平均月次業務手数料単価 

  

 
(注) １ 「平均月次視聴料単価」とは、１加入者当たりの視聴料であり、フラットチャンネル視聴料、ペイ・パー・

ビュー視聴料、基本料、当社が放送権を取得したコンテンツについての視聴料の合計を請求件数で除した値

であります。 

２ 「平均月次業務手数料単価」とは、当社が放送事業者より受け取る１加入者当たりの業務手数料であり、フ

ラットチャンネル視聴料に関する業務手数料、ペイ・パー・ビュー視聴料に関する業務手数料、管理手数料

（基本料）、当社が放送権を取得したコンテンツについての業務手数料の合計を請求件数で除した値であり

ます。 

  

③ 新規顧客１人当たり獲得費用単価（SAC） 

  

 
(注) 「新規顧客1人当たり獲得費用単価」は、代理店手数料、広告宣伝費、販売促進費のマーケティング費用を新規

受付数で除した値であり、販売促進費に含まれる当社グループが加入促進の目的で無料放送を行ったコンテン

ツに関する放送権料の償却費及び制作費等は、比較可能性の観点から上記計算には含めておりません。 
  

業務サービス等の区分
前中間連結会計期間

(百万円)
当中間連結会計期間

(百万円)
前年同期比増減

(％)
顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及
促進業務

25,212 26,245 4.1

放送番組送出関連業務 4,589 4,547 △0.9

その他プラットフォーム関連業務 11,221 11,740 4.6

合計 41,023 42,533 3.7

業務サービス等の区分 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

平均月次視聴料単価 3,496円 3,400円

平均月次業務手数料単価 1,398円 1,363円

業務サービス等の区分 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

新規顧客１人当たり獲得費用単価 39,533円 27,618円



④ 登録件数及び解約率 

  
単位：千件

総登録件数 個人契約件数 法人・仮登録他
個 人

解約率

新規
解約数

純増
累計数

新規
解約数

純増
累計数

新規
解約数

純増
累計数

（％）

受付数 加数 受付数 加数 受付数 加数

前
連
結
会
計
年
度

スカパー! 117 69 48 3,668 107 65 42 3,191 10 4 6 477 8.2

スカパー!110 39 13 26 229 19 4 15 176 20 10 11 53 8.6

第1 衛星放送事業合計 156 82 74 3,896 126 69 57 3,366 30 14 17 530 8.3

四半期 スカパー！光 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 7.5

有線事業合計 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 7.5

合計 157 82 74 3,898 127 69 58 3,368 30 14 17 530 8.3

スカパー! 108 71 37 3,704 101 66 35 3,226 7 5 2 479 8.2

スカパー!110 40 17 22 251 18 5 13 189 21 13 9 62 10.7

第2 衛星放送事業合計 147 88 59 3,955 119 71 49 3,415 28 18 10 540 8.3

四半期 スカパー！光 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 7.1

有線事業合計 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 7.1

合計 148 88 60 3,957 120 71 49 3,417 28 18 10 540 8.3

スカパー! 225 140 85 - 208 131 77 - 17 9 7 - 8.2

スカパー!110 79 31 48 - 37 9 29 - 42 22 20 - 9.8

上半期 衛星放送事業合計 303 171 133 - 245 140 106 - 58 31 27 - 8.3

合計 スカパー！光 2 0 1 - 2 0 1 - 0 0 0 - 7.5

有線事業合計 2 0 1 - 2 0 1 - 0 0 0 - 7.5

合計 305 171 134 - 247 140 107 - 58 31 27 - 8.3

スカパー! 110 74 36 3,740 96 71 25 3,251 14 3 11 489 8.8

スカパー!110 57 16 40 291 23 5 18 208 33 11 22 83 10.1

第3 衛星放送事業合計 167 90 76 4,031 120 76 44 3,459 47 14 32 572 8.8

四半期 スカパー！光 2 0 2 4 2 0 2 4 0 0 0 0 9.5

その他有線系 39 0 39 39 39 0 39 39 1 0 1 1 -

有線事業合計 41 0 41 44 40 0 40 43 1 0 1 1 1.3

合計 208 90 117 4,075 160 76 84 3,501 48 14 33 573 8.8

スカパー! 75 78 -4 3,737 77 73 3 3,255 -2 5 -7 482 9.0

スカパー!110 64 34 30 321 30 4 26 234 33 30 4 87 7.6

第4 衛星放送事業合計 138 112 26 4,057 107 78 29 3,488 31 35 -3 569 8.9

四半期 スカパー！光 5 0 5 9 5 0 5 9 0 0 0 0 8.0

その他有線系 2 1 0 40 2 1 0 39 0 0 0 1 14.8

有線事業合計 6 2 5 49 7 2 5 48 0 0 0 1 13.8

合計 145 114 31 4,106 113 79 34 3,536 31 35 -3 570 9.0

スカパー! 185 152 32 - 173 144 29 - 12 8 4 - 8.9

スカパー!110 120 50 70 - 54 9 44 - 67 41 26 - 8.7

下半期 衛星放送事業合計 305 202 102 - 227 154 73 - 78 49 29 - 8.9

合計 スカパー！光 7 0 7 - 7 0 6 - 0 0 0 - 7.4

その他有線系 41 1 40 - 40 1 39 - 1 0 1 - 14.7

有線事業合計 48 2 46 - 47 2 45 - 1 0 0 - 13.1

合計 353 204 149 - 274 155 118 - 1 0 1 - 8.9

スカパー! 409 292 117 - 381 275 106 - 28 17 11 - 8.6

スカパー!110 199 81 118 - 91 18 73 - 108 63 45 - 9.0

年度 衛星放送事業合計 608 373 235 - 472 293 179 - 136 80 56 - 8.6

合計 スカパー！光 8 0 8 - 8 0 8 - 0 0 0 - 5.4

その他有線系 41 1 40 - 40 1 39 - 1 0 1 - -

有線事業合計 49 2 48 - 49 2 47 - 1 0 1 - 7.0

合計 658 375 283 - 520 295 226 - 137 80 57 - 8.6



 
(注) １ 各件数は、千件未満を四捨五入しており、個人解約率はパーセント未満第2位を四捨五入しています。 

２ 「総登録件数」とは、個人契約件数に、有料視聴契約締結前の無料視聴期間中の数（仮登録はスカパー！の

み）、法人契約件数（代理店展示用を含む）、技術開発用登録数等を加えた数です。 

３ 「個人契約件数」とは、有料視聴契約（個人本登録）を結び、視聴料の支払いが発生している加入件数で

す。 

４ 「法人・仮登録他」とは、総登録件数より個人契約件数を差し引いた件数です。なお、仮登録とは、本登録

手続きを完了していない個人契約件数です。 

５ 「個人解約率」とは、当該対象会計期間の個人解約件数を同期間の期首（又は四半期首）及び期末（又は四

半期末）の平均個人契約件数で除し、年率に換算した値です。 

６ その他有線系サービスは、ケーブルテレビ他スカパー!光以外の有線伝送路経由でスカパー！のデジタル方

式を利用した多チャンネル有料放送契約を締結しているものです。連結子会社の株式会社ケーブルテレビ足

立（CTA）のフルデジタル化によって（平成17年12月1日デジタル放送開始）、CTAにおける多チャンネルサ

ービス加入者数を考慮いたしています。なお、それに伴い前連結会計年度より、スカパー！、スカパー！

110の衛星放送事業合計と有線事業合計を分けて記載しています。 

７ スカパー!光において、平成18年9月末現在、集合住宅向けにサービスが開始されている物件は859物件（全

68,964戸）で、既に導入が決定している物件は555物件（全66,937物件）です。 

８ 当中間連結会計期間において、スカパー！の法人契約の精査の結果、法人解約4,283件の算入漏れがありま

した。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

  

単位：千件

総登録件数 個人契約件数 法人・仮登録他
個 人

解約率

新規
解約数

純増
累計数

新規
解約数

純増
累計数

新規
解約数

純増
累計数

（％）

受付数 加数 受付数 加数 受付数 加数

当
中
間
連
結
会
計
期
間

スカパー! 99 79 19 3,756 89 74 15 3,269 10 5 4 478 9.1

スカパー!110 69 25 45 365 39 4 35 268 30 20 10 97 7.0

第1 衛星放送事業合計 168 104 64 4,121 128 78 50 3,538 40 25 14 584 8.9

四半期 スカパー！光 5 0 4 13 4 0 4 13 0 0 0 1 6.5

その他有線系 2 1 0 40 2 1 0 40 0 0 0 1 12.8

有線事業合計 7 1 4 53 6 1 5 52 1 0 0 1 11.4

合計 174 105 69 4,175 134 80 54 3,590 40 25 14 585 9.0

スカパー! 60 85 -25 3,727 54 79 -25 3,245 5 6 0 482 9.7

スカパー!110 60 32 28 393 33 9 25 293 27 24 3 100 12.4

第2 衛星放送事業合計 120 117 3 4,120 87 88 0 3,538 32 30 3 582 9.9

四半期 スカパー！光 5 0 4 18 4 0 4 17 0 0 0 1 8.0

その他有線系 2 1 1 41 2 1 1 40 0 0 0 1 10.4

有線事業合計 6 1 5 58 6 1 5 57 0 0 0 1 9.8

合計 126 118 8 4,178 94 89 5 3,595 0 0 0 1 9.9

スカパー! 158 164 -6 - 143 153 -10 - 15 11 4 - 9.4

スカパー!110 129 57 73 - 73 13 59 - 57 44 13 - 10.0

上半期 衛星放送事業合計 288 221 67 - 216 166 50 - 72 55 17 - 9.5

合計 スカパー！光 9 0 9 - 9 0 8 - 0 0 0 - 7.4

その他有線系 3 2 1 - 3 2 1 - 0 0 0 - 11.6

有線事業合計 13 3 10 - 12 3 9 - 0 0 0 - 10.6

合計 300 224 76 - 228 169 59 - 72 55 17 - 9.5



４ 【経営上の重要な契約等】 

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会において、ジェイサット株式会社との間で株式移転を行うこ

とにより、両社の完全親会社となる持株会社を設立し、その傘下で経営統合を行うことを決議し、同日、

基本合意書を締結いたしました。 

なお、株式移転に係る詳細は「第５ 経理の状況、１ 中間連結財務諸表等、(1)中間連結財務諸表

注記事項（重要な後発事象）」及び「第５ 経理の状況、２ 中間財務諸表等、(1)中間財務諸表 注記

事項（重要な後発事象）」に記載しております。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究開発活動は、当社グループの中心事業である衛星デジタル多チャンネル放送

事業に重点を置き活動を進めて参りました。当中間連結会計期間における当社グル－プ全体の研究開発費

の総額は524百万円であり、全て外部委託です。主な事業の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開

発費は、次のとおりです。  

  

(1)高機能受信機の開発活動 

当社グループでは、多チャンネル放送とDVR（Digital Video Recorder）の組合せによる視聴機会の提

供を通じて、新しいテレビライフを提案し、顧客満足度及びARPUの向上と解約防止を図るため、DVR機能

付の当社サービス受信機を開発し、これを10月にレンタル商品として市場に送り出しました。当中間連結

会計期間においては、当該活動に係る研究開発費は493百万円です。 

  

(2)次世代高機能受信機の技術調査 

DVR機能付の当社サービス受信機に続く次世代高機能受信機の事前技術調査に着手し、今後具体的に開

発を進めて参ります。当中間連結会計期間においては、当該活動に係わる研究開発費は1百万円です。 

 

 なお、前期に計上した研究開発費用の一部30百万円について、当該費用に係る納品物等の納品日は前期

中であったものの、検収完了時期については当期とすべきであることが判明し、当該費用の計上年度を修

正すべき事由が発生したため、これを修正しております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末において計画中であった下記の設備投資においては、当中間連結会計期間に完了い

たしました。 

 
（注）主に更新ならびに合理化を目的としており、能力を増加させるものではありません。 

  

(2) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。

 
（注）主に更新ならびに合理化を目的としており、能力を増加させるものではありません。 

  

  

会社名
事業所名 
（所在地）

設備の内容
投資額
（百万円）

完了年月
完成後の 
増加能力

（株）データネット
ワークセンター

NTTデータ築地ビル 
 (東京都中央区)

顧客管理システム 3,694 平成18年5月 （注）

会社名
事業所名 
（所在地）

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手年月
完了予定 
年月

完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

提出会社
目黒メディアセンター 
(東京都品川区)

番組編成登
録システム

390 143 自己資金 平成18年3月平成19年3月 (注）

提出会社
新放送センター 
(東京都江東区)

放送センタ
ー、送出設
備等

7,500 － 自己資金 平成18年7月平成20年4月 (注）



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成18年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権（旧商法に基づく新株

引受権を含む）の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権を発行しております。 

 
(注) １ 権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行（転換社債の転換による場合及び新株引受権の権利

行使による場合を除く）する場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 
  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 9,000,000

計 9,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年9月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月21日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 2,270,365 2,270,365
東京証券取引所
（市場第一部）

－

計 2,270,365 2,270,365 － －

株主総会の特別決議日（平成13年6月28日）

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,413 同 左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 111,185 (注)１ 同 左

新株予約権の行使期間
自：平成15年8月1日
至：平成19年7月31日

同 左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   111,185
資本組入額   55,593

同 左

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同 左

新株予約権の譲渡に関する事項

 権利を付与された者は、付与
された権利を第三者に譲渡、質
入その他の処分をすることがで
きない。

同 左

代用払込みに関する事項 － －

既発行
株式数

＋
新株発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
新規発行前の１株当たりの株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



また、権利付与日以降、当社が株式分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
さらに、権利付与日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、発行価額について、当社は必要

と認める調整を行う。 

２ (1) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができ

る。なお、行使可能な株式数に端数が生じた場合は、端数を切り上げた数とする。 

   ① 平成15年８月1日から平成16年7月31日までは、権利を付与された株式数の３分の１について権利

を行使することができる。 

   ② 平成16年８月1日から平成17年7月31日までは、権利を付与された株式数の３分の２について権利

を行使することができる。 

   ③ 平成17年８月1日から平成19年7月31日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を

行使することができる。 

  (2) 権利を付与された者は、当社の取締役または従業員たる地位を失った後も、これを行使することができ

る。但し、権利を付与された者が、次の事由のいずれかに該当したときは、その後、新株引受権を行使

することができない。 

   ① 取締役が解任された場合または従業員が諭旨解雇もしくは懲戒解雇された場合。 

   ② 取締役または従業員が、当社と競合する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になるなど、当社に敵対する行為または当社の利益を害する行為を行った場合。但し、

当社に敵対する意図または当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。

  (3) 権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。この場合には、権利行

使期間は、かかる相続が発生した日から開始され、かつ、(1)に定める行使の条件は適用されない。相

続人によるその他の権利行使の条件は、(4)に定める権利付与契約による。 

  (4) その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結

する権利付与契約による。 

  

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しております。 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割・併合の比率

株主総会の特別決議日(平成14年6月27日)

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,644 (注)１ 同 左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,644 同 左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 105,436 (注)２ 同 左

新株予約権の行使期間
自：平成16年12月1日
至：平成20年11月30日

同 左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   105,436
資本組入額   52,718

同 左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同 左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同 左

代用払込みに関する事項 － －

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額又は処分価額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行又は処分前の１株当たりの株価

既醗酵株式数＋新規発行又は処分株式数



 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使する

ことができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合は、

その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただ

し、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限

る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相

続人による権利行使の条件は、後記（4）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分を

することができない。 

  （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との間

で締結した契約に定めるところによる。 

  

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しております。 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

  

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使する

ことができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合は、

その後、新株予約権を行使することができない。 

 調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

株主総会の特別決議日（平成15年6月27日）

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（個） 2,909 (注)１ 同 左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,909 同 左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 152,000 (注)２ 同 左

新株予約権の行使期間
自：平成18年4月1日
至：平成22年3月31日

同 左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   152,000
資本組入額   76,000

同 左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同 左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同 左

代用払込みに関する事項 － －

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当りの払込金額又は処分価額

調 整 後 
払込価額

＝
調 整 前
払込価額

×
新規発行又は処分前の１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

 調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率



      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただ

し、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限

る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相

続人による権利行使の条件は、後記（4）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分を

することができない。 

  （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との間

で締結した契約に定めるところによる。 

  

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しております。 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使す

ることができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合

は、その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただ

し、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限

る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる

相続人による権利行使の条件は、後記（4）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分

株主総会の特別決議日（平成16年6月25日）

中間会計期間末現在
（平成18年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日）

新株予約権の数（個） 1,158  (注)１ 同 左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,158 同 左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 126,105 (注)２ 同 左

新株予約権の行使期間
自：平成18年12月1日
至：平成22年11月30日

同 左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   126,105
資本組入額   63,053

同 左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同 左

新株予約権の譲渡に関する事項
   新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。

同 左

代用払込みに関する事項 － －

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当りの払込金額又は処分価額

調 整 後 
払込価額

＝
調 整 前
払込価額

×
新規発行又は処分前の１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率



をすることができない。 

  （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との

間で締結した契約に定めるところによる。 

  

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しております。 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使す

ることができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合

は、その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただ

し、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限

る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる

相続人による権利行使の条件は、後記（4）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分

をすることができない。 

   （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との

間で締結した契約に定めるところによる。 

  

当社は、会社法第238条第1項、第2項及び第240条第1項に基づき新株予約権を発行しております。 

株主総会の特別決議日（平成17年6月24日）

中間会計期間末現在
（平成18年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日）

新株予約権の数（個） 2,599  (注)１ 同 左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,599 同 左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 85,953 (注)２ 同 左

新株予約権の行使期間
自：平成19年8月1日
至：平成23年7月31日

同 左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   85,953
資本組入額   42,977

同 左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同 左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

同 左

代用払込みに関する事項 － －

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後 
払込金額

＝
調 整 前
払込金額

×
新規発行又は処分前の１株当たりの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

 調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率



  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う

場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当

社株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む）、上記の行使価額

は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、この算式

において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除し

た数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替え

る。 

 
   

  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併

合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合

には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員た

る地位を失った後も、これを行使することができる。ただし、新株予約権者が、次の事由のいずれ

かに該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただ

し、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限

る。 

  （2） 新株予約権者の相続人に関する権利行使の条件は、後記（3）の契約に定めるところによる。 

   （3） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

  

取締役会の決議日（平成18年８月30日）

中間会計期間末現在
（平成18年9月30日）

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日）

新株予約権の数（個） － 1,180  (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） － 1,180

新株予約権の行使時の払込金額（円） － 70,256 (注)２

新株予約権の行使期間 －
自：平成20年10月１日 
至：平成24年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

－
発行価格  70,256 
資本組入額 35,128

新株予約権の行使の条件 － (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 －
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － －

既発行 
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後 
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年9月30日現在 

 
(注) １ 当社は自己株式を117,441株所有しております。 

２ 当中間期末の外国人等の議決権に占める割合（総務省が定める算定方法により算定した割合）は11.34％で

あります。 

３ 上記伊藤忠商事株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している株式数

147,000株が含まれております。（株主名簿上の名義は、みずほ信託銀行株式会社退職給付信託口伊藤忠商

事株式会社口でありますが、株式の議決権については、退職給付信託契約により、伊藤忠商事株式会社が受

託者に対し、その指示を行うことができるものであります。） 

４ 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のうち、信託業務に係る株式は110,606株でありま

す。 

５ 上記住友商事株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している株式数65,100

株が含まれております。（株主名簿上の名義は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 住友信託銀

行再信託分・住友商事株式会社退職給付信託口でありますが、株式の議決権については、退職給付信託契約

により、住友商事株式会社が受託者に対し、その指示を行うことができるものであります。） 

  上記のうち、メリルリンチ日本証券株式会社とメリルリンチ・インターナショナルからは、平成18年10月6

日付けで平成18年9月30日現在の保有状況について以下の内容で大量保有報告書の変更報告書が提出されて

おります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年4月１日～ 
平成18年9月30日

－ 2,270,365 － 50,083 － 16,786

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

株式会社ソニー・放送メディア 東京都品川区北品川六丁目７番35号 283 12.47

株式会社フジテレビジョン 東京都港区台場二丁目４番８号 283 12.47

伊藤忠商事株式会社   (注) ３ 東京都港区北青山二丁目５番１号 283 12.47

ジェイサット株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
パシフィックセンチュリープレイス丸の内18階

156 6.91

株式会社東京放送 東京都港区赤坂五丁目３番６号 129 5.68

日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋一丁目６番１号 118 5.24

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社      (注) ４

東京都港区浜松町二丁目11番３号 117 5.18

バンク  オブ ニューヨーク 
ヨーロッパ リミテッド ルク
センブルグ 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室）

6D ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG 94 4.16

住友商事株式会社    (注) ５ 東京都中央区晴海一丁目８番11号 69 3.05

株式会社 電通 東京都港区東新橋一丁目８番１号 40 1.79

計 － 1,575 69.4



６ ブラックロック・ジャパン株式会社及び以下の会社から、平成18年12月12日付けで提出された大量保有報告

書により、平成18年11月30日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社とい

たしましては当中間期末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めて

おりません。なお、その大量保有報告書の内容は、以下のとおりであります。 

 
  

氏名または名称
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式の割合（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社 95 4.19

ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 0 0.00

ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル
エルシー

0 0.00

ブラックロック（チャネル諸島）リミテッド 4 0.18

ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユー
ケー）リミテッド

107 4.73

計 207 9.11



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年9月30日現在 

 
（注）「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,333株含まれており、

「議決権の数」の欄には、当該株式に係る議決権の数3,333個は含まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年9月30日現在 

 
  

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式 117,441 
（自己保有株式）

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,152,924 2,149,591 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 2,270,365 － －

総株主の議決権 － 2,149,591 －

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

株式会社スカイパーフェ
クト・コミュニケーショ
ンズ
（自己保有株式）

東京都渋谷区渋谷二丁目
15番１号

117,441 － 117,441 5.17

計 － 117,441 － 117,441 5.17

月別 平成18年4月 5月 6月 7月 8月 9月

最高(円) 94,800 90,000 79,500 77,800 74,300 74,000

最低(円) 86,400 77,200 68,200 61,400 65,900 62,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9

月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間連結財務諸表

並びに前中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年4月1

日から平成18年9月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けており

ます。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 26,893 28,548 38,308

 ２ 売掛金 7,836 8,189 7,786

 ３ 有価証券 15,013 12,197 2,012

 ４ 番組勘定 5,986 5,995 2,653

 ５ 未収入金 2,330 2,753 2,973

 ６ その他 3,925 5,222 5,463

   貸倒引当金 △251 △349 △280

   流動資産合計 61,734 48.6 62,556 52.0 58,917 44.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

 (1) 建物 1,859 － －

 (2) 構築物 2,185 － －

 (3) 建物及び構築物 － 3,980 4,115

 (4) 機械装置及び 
    運搬具

9,580 9,115 10,098

 (5) その他 1,168 3,815 908

    計 14,794 16,910 15,122

 ２ 無形固定資産

 (1) のれん － 1,102 －

 (2) ソフトウェア 2,257 4,419 2,437

 (3) 連結調整勘定 1,417 － 1,259

 (4) その他 32 30 30

    計 3,707 5,553 3,728

 ３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 42,278 31,985 51,926

 (2) その他 4,485 3,349 3,476

    計 46,763 35,335 55,402

   固定資産合計 65,265 51.4 57,799 48.0 74,253 55.8

   資産合計 126,999 100.0 120,355 100.0 133,171 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 未払金 10,819 9,376 8,365

 ２ 短期借入金 170 540 550

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

150 150 150

 ４ 未払費用 834 1,136 624

 ５ 未払法人税等 382 360 406

 ６ 視聴料預り金 12,977 13,322 13,003

 ７ 賞与引当金 288 325 314

 ８ 役員賞与引当金 － 9 －

 ９ その他 3,313 3,126 2,434

   流動負債合計 28,935 22.8 28,347 23.6 25,848 19.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 515 126 265

 ２ 長期借入金 1,095 945 979

 ３ 退職給付引当金 692 778 735

 ４ 役員退職慰労引当金 20 12 23

 ５ その他 3,037 1,488 6,501

   固定負債合計 5,361 4.2 3,352 2.8 8,505 6.4

   負債合計 34,297 27.0 31,699 26.4 34,353 25.8

(少数株主持分)

  少数株主持分 3,315 2.6 － － 4,818 3.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 50,083 39.4 － － 50,083 37.6

Ⅱ 資本剰余金 43,995 34.6 － － 43,995 33.0

Ⅲ 利益剰余金 3,947 3.1 － － 4,628 3.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

1,642 1.3 － － 5,574 4.2

Ⅴ 自己株式 △10,282 △8.0 － － △10,282 △7.7

   資本合計 89,387 70.4 － － 93,999 70.6

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

126,999 100.0 － － 133,171 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 － － 50,083 41.6 － －

 ２ 資本剰余金 － － 43,995 36.5 － －

 ３ 利益剰余金 － － 4,291 3.6 － －

 ４ 自己株式 － － △10,282 △8.5 － －

   株主資本合計 － － 88,088 73.2 － －

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

－ － △4,067 △3.4 － －

 ２ 繰延ヘッジ損益 － － 34 0.0 － －

   評価・換算差額等 
   合計

－ － △4,032 △3.4 － －

Ⅲ 少数株主持分 － － 4,599 3.8 － －

   純資産合計 － － 88,656 73.6 － －

   負債純資産合計 － － 120,355 100.0 － －



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ プラットフォーム 
   事業収益

41,023 100.0 42,533 100.0 82,329 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ プラットフォーム 
   事業費

※１ 28,081 28,905 57,343

 ２ 販売費及び 
   一般管理費

※２ 13,366 41,447 101.0 12,371 41,277 97.0 25,248 82,591 100.3

   営業利益 
   （営業損失：△）

△424 △1.0 1,255 3.0 △261 △0.3

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 396 331 726

 ２ 有価証券売却益 0 － 3

 ３ 為替差益 － 46 －

 ４ 事業継承収益金 － 57 －

 ５ その他 26 423 1.0 61 495 1.2 120 850 1.0

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 19 20 38

 ２ 持分法による 
   投資損失

4 370 265

 ３ 新株発行費 18 － 39

 ４ 為替差損 59 － 124

 ５ その他 5 108 0.3 8 399 1.0 14 481 0.6

   経常利益 
   （経常損失：△）

△108 △0.3 1,352 3.2 106 0.1

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 465 － 1,023

 ２  固定資産売却益   － － 3

 ３ 前期研究開発費修正益 ※３ － 30 －

 ４ 前期マーケティン 
   グ費修正益

※３ － 10 －

 ５ その他 － 465 1.1 1 41 0.1 － 1,026 1.3

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 203 86 456

 ２ 固定資産売却損 ※５ － 1 －

 ３ 投資有価証券評価損 39 1 43

 ４ 投資有価証券売却損 － － 1

 ５ 減損損失 ※６ 326 － 326

 ６ その他 － 569 1.3 1 91 0.2 73 902 1.1

   税金等調整前 
   中間（当期）純利益 
   （税金等調整前 
   中間純損失：△）

△212 △0.5 1,302 3.1 230 0.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

264 223 378

   法人税等調整額 △23 240 0.6 △6 217 0.5 △64 314 0.1

   少数株主損失 130 0.3 203 0.4 441 0.5

   中間（当期）純利益 
   （中間純損失：△）

△323 △0.8 1,288 3.0 357 0.4



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 43,947 43,947

Ⅱ 資本剰余金増加高

新株引受権の行使 47 47 47 47

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高 43,995 43,995

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 5,909 5,909

Ⅱ 利益剰余金増加高

当期純利益 － － 357 357

Ⅲ 利益剰余金減少高

配当金 1,622 1,622

役員賞与 16 16

中間純損失 323 1,961 － 1,638

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 3,947 4,628



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高(百万円) 50,083 43,995 4,628 △10,282 88,425

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △1,614 △1,614

 役員賞与（注） △10 △10

 中間純利益 1,288 1,288

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

－

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ － △336 － △336

平成18年9月30日残高(百万円) 50,083 43,995 4,291 △10,282 88,088

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 5,574 － 5,574 4,818 98,817

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △1,614

 役員賞与（注） △10

 中間純利益 1,288

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△9,641 34 △9,606 △218 △9,825

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△9,641 34 △9,606 △218 △10,161

平成18年9月30日残高(百万円) △4,067 34 △4,032 4,599 88,656



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間（当期）純利益 
   （税金等調整前中間純損失：△）

△212 1,302 230

 ２ 減価償却費 1,868 2,251 3,692

 ３ 投資有価証券売却益 △465 － △1,023

 ４ 固定資産除却損 － 86 456

 ５ 投資有価証券評価損 39 1 43

 ６ 減損損失 326 － 326

 ７ 貸倒引当金の増減額（減少：△） △4 69 24

 ８ 受取利息及び受取配当金 △400 △345 △756

 ９ 支払利息 19 20 38

 10 持分法による投資損失 － 370 －

 11 売上債権の増減額（増加：△） △227 △402 △176

 12 たな卸資産の増減額（増加：△） △2,530 △3,505 772

 13 前渡金の増減額（増加：△） － 831 －

 14 未払金の増減額（減少：△） 2,291 1,104 △264

 15 未払費用の増減額（減少：△） △209 485 △392

 16 視聴料預り金の増減額（減少：△） 612 318 638

 17 前受収益の増減額（減少：△） 1,342 783 －

 18 その他 81 310 △592

    小計 2,532 3,683 3,018

 19 利息及び配当金の受取額 358 311 839

 20 利息の支払額 △19 △20 △38

 21 法人税等の支払額 △164 △274 △236

    営業活動による 
    キャッシュ・フロー

2,706 3,699 3,582



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △1,500 － △5,010

 ２ 定期預金の払戻による収入 5 10 6,005

 ３ 有価証券の売却・償還による収入 7,001 － 20,000

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △11,297 △259 △16,607

 ５ 投資有価証券の売却・償還による収入 2,565 2,000 5,568

 ６ 有形固定資産の取得による支出 △3,080 △3,418 △6,367

 ７ 有形固定資産の売却による収入 1,217 19 1,970

 ８ ソフトウェアの取得による支出 △503 △2,907 △911

 ９ 通貨スワップ決済による収入 328 － 328

 10 その他 ※２ 6 △1 5

    投資活動による 
    キャッシュ・フロー

△5,256 △4,556 4,981

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額（減少：△） 100 △10 480

 ２ 長期借入金の返済による支出 △33 △33 △150

 ３ 社債の償還による支出 △5 － △5

 ４ 割賦債務の返済による支出 △259 △232 △544

 ５ 株式の発行による収入 92 － 92

 ６ 少数株主からの払込による収入 465 － 2,278

 ７ 少数株主への配当金の支払額 △14 △14 △14

 ８ 配当金の支払額 △1,618 △1,605 △1,618

 ９ 自己株式の取得による支出 △1,012 － △1,012

    財務活動による 
    キャッシュ・フロー

△2,283 △1,895 △492

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

△4,833 △2,754 8,071

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 32,239 40,310 32,239

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末（期末）残高

※１ 27,405 37,556 40,310



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数    10社

株式会社データネットワークセ

ンター

マルチチャンネルエンターテイ

メント株式会社

株式会社サムライティービー

株式会社オプティキャスト

株式会社スカパー・ウェルシン

ク

株式会社スカパー・マーケティ

ング

株式会社インフォメーションネ

ットワーク郡山

株式会社ケーブルテレビ足立

株式会社ペイ・パー・ビュー・

ジャパン

株式会社スカパー・モバイル

全ての子会社を連結の範囲に

含めております。

当中間連結会計期間におい

て、株式会社スカパー・モバイ

ルを新たに設立したことによ

り、連結子会社となっておりま

す。

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数     13社

株式会社データネットワークセ

ンター

マルチチャンネルエンターテイ

メント株式会社

株式会社サムライティービー

株式会社オプティキャスト

株式会社オプティキャスト・マ

ーケティング

株式会社スカパー・ウェルシン

ク

株式会社スカパー・マーケティ

ング

株式会社インフォメーションネ

ットワーク郡山

株式会社ケーブルテレビ足立

株式会社ペイ・パー・ビュー・

ジャパン

株式会社スカパー・モバイル

株式会社シーエス・ナウ

日本メディアーク株式会社

当中間連結会計期間におい

て、日本メディアーク株式会社

の株式を新規に取得したことに

より、連結子会社となっており

ます。

(2)主要な非連結子会社の名称   

ウイッチブレイド製作委員会
                     他3社

当中間連結会計期間より、

「投資事業組合に対する支配力

基準及び影響力基準の適用に関

する実務上の取扱い」（企業会

計基準委員会 平成18年9月8日実

務対応報告第20号）を適用して

おります。これにより、上記の

製作委員会4社については、当中

間連結会計期間より非連結の子

会社としております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数       12社
株式会社データネットワークセ

ンター

マルチチャンネルエンターテイ

メント株式会社

株式会社サムライティービー

株式会社オプティキャスト

株式会社オプティキャスト・マ

ーケティング

株式会社スカパー・ウェルシン

ク

株式会社スカパー・マーケティ

ング

株式会社インフォメーションネ

ットワーク郡山

株式会社ケーブルテレビ足立

株式会社ペイ・パー・ビュー・

ジャパン

株式会社スカパー・モバイル

株式会社シーエス・ナウ

全ての子会社を連結の範囲に

含めております。

株式会社スカパー・モバイ

ル、株式会社オプティキャス

ト・マーケティングについて

は、当連結会計年度において新

たに設立したことにより、ま

た、株式会社シーエス・ナウに

ついては当連結会計年度におい

て新規に株式を取得したことに

より、連結子会社となっており

ます。



  
前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

２ 持分法の適用に関する事項

関連会社の数      1社

株式会社システム・クリエイト

全ての関連会社に対して持分

法を適用しております。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社の数  4社

ウィッチブレイド製作委員会

  他3社

関連会社の数    6社

株式会社システム・クリエイト 

株式会社ジェイ・スポ－ツ・ブ

ロ－ドキャスティング 

日活株式会社 

地獄少女製作委員会   他2社 

 全ての非連結子会社及び関連

会社に対して持分法を適用して

おります。

 製作委員会への持分法の適用

においては、「投資事業組合に

対する支配力基準及び影響力基

準の適用に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会平成

18年9月8日実務対応報告 第20

号）に従い、個別財務諸表の処

理をそのまま取り込んでおりま

す。

 日活株式会社については、当

中間期連結会計期間において、

会社の財務及び営業方針の決定

に重要な影響を与えることがで

きるようになったため、当中間

連結会計期間から持分法を適用

しております。

２ 持分法の適用に関する事項

関連会社の数      2社

株式会社システム・クリエイト

株式会社ジェイ・スポ－ツ・ブ

ロ－ドキャスティング

全ての関連会社に対して持分

法を適用しております。

株式会社ジェイ・スポーツ・

ブロードキャスティングについ

ては、当連結会計年度におい

て、新規に株式を取得したこと

により、当連結会計年度から持

分法を適用しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 株式会社インフォメーション

ネットワーク郡山の中間決算日

は2月28日で中間連結決算日と異

なっているため、中間連結財務

諸表等の作成にあたり、9月30日

現在の仮決算（中間決算に準ず

る合理的な手続きによる決算）

に基づく中間財務諸表を使用し

ております。他の連結子会社の

中間決算日は中間連結決算日と

一致しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 日本メディアーク株式会社の

中間決算日は1月31日で中間連結

決算日と異なっているため、中

間連結財務諸表等の作成にあた

り、9月30日現在の仮決算（中間

決算に準ずる合理的な手続きに

よる決算）に基づく中間財務諸

表を使用しております。他の連

結子会社の中間決算日は中間連

結決算日と一致しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

全ての連結子会社の決算日は連

結決算日と一致しております。



 

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

 ①有価証券

 a. 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によって

おります。

 b. その他有価証券

  時価のあるもの

 中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定)

によっております。

  時価のないもの

 移動平均法による原価法によ

っております。

②デリバティブ

時価法によっております。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

 ①有価証券

 a. 満期保有目的の債券

  同左

 b. その他有価証券

  時価のあるもの

  中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）に

よっております。

時価のないもの

  同左

 

②デリバティブ

  同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

 ①有価証券

a. 満期保有目的の債券

   同左

b. その他有価証券

  時価のあるもの

  連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）によ

っております。

時価のないもの

 同左

②デリバティブ

  同左

③たな卸資産

  a. 番組勘定

 個別法による原価法によって

おります。

b. 貯蔵品

 主として先入先出法による原

価法によっております。

 ③たな卸資産

a. 番組勘定

  同左

b. 貯蔵品

  同左

③たな卸資産

a. 番組勘定

  同左

b. 貯蔵品

  同左



前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

 ①有形固定資産

 定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は、建物3

年から18年、構築物10年から27

年、機械装置及び運搬具2年から

15年であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

 ①有形固定資産

 定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物3年から27年、機械装

置及び運搬具2年から15年であり

ます。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

 ①有形固定資産

 同左

 ②無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(2年から5年)に基づい

ております。

 ②無形固定資産

  同左

 ②無形固定資産

  同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

金銭債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

なお、放送事業者が視聴者に債

権を有している基本料、加入料及

び視聴料等に対して、当社が料金

収納サービスを行うことに伴って

発生した売掛金については、視聴

者からの過去の一定期間の回収実

績を勘案して計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  同左

 ②賞与引当金

従業員に対し支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち会社

で定めた支給対象期間中の当中間

連結会計期間負担分を計上してお

ります。

 ②賞与引当金

  同左

②賞与引当金

従業員に対し支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち会社

で定めた支給対象期間中の当連結

会計年度負担分を計上しておりま

す。



前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日)

 ③      － 

 

 ③役員賞与引当金

役員に対し支給する賞与に備え

るため、当連結会計年度における

支給見込額に基づき、当中間連結

会計期間に見合う分を計上してお

ります。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間から「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日

企業会計基準第4号）を適用してお

ります。 

 この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益がそれぞれ、9

百万円減少しております。

 ③      － 

 

 ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上し

ております。なお、数理計算上の

差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務年数（15年）により、

翌連結会計年度から定額法で費用

処理しております。

 ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上し

ております。なお、数理計算上の

差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務年数（12年及び15年）

により、翌連結会計年度から定額

法で費用処理しております。

 ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務年数（12年及び15年）によ

り、翌連結会計年度から定額法で

費用処理しております。

 ⑤役員退職慰労引当金

当社及び一部連結子会社の役員

の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく中間連結会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。

 ⑤役員退職慰労引当金

  同左

⑤役員退職慰労引当金

当社及び一部連結子会社の役員

の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

(4) 重要なリース取引の処理方法

  同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

  同左



前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の適用要件を満たす

ものについては、繰延ヘッジ処理

によっております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

  同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

  同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段

為替予約によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段

 同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段

 同左

b．ヘッジ対象

外貨建予定取引であります。

b．ヘッジ対象

  同左

b．ヘッジ対象

  同左

③ ヘッジ方針

内部規程である「資金運用規

程」及び「資金運用取扱規則」に

基づき、為替変動リスクを回避す

る目的で、実需の範囲内で利用し

ております。

③ ヘッジ方針

  同左

③ ヘッジ方針

  同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

基本的に、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する重要な条件がほぼ同

一である場合は、有効性の評価を

省略しております。それ以外のヘ

ッジ取引につきましては、ヘッジ

手段の相場変動の累計とヘッジ対

象の相場変動の累計とを比較し、

両者の変動額等を基礎に判断する

こととしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

  同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

  同左

(6)その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

  ① 消費税等の会計処理

    税抜方式によっております。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

  ① 消費税等の会計処理

  同左

(6) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  ① 消費税等の会計処理

  同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動において

僅少なリスクしか負わない取得日

から3ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動において僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）
当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年8月9日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第6号 平成

15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前中間純

損失が326百万円増加しております。

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しています。

－ （固定資産の減損に係る会計基準）
当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第6号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

により営業損失が101百万円減少、経

常利益が101百万円増加、税金等調整

前当期純利益が224百万円減少してお

ります。

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除おり

ます。

－ （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月9日 企業会計基準第5

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準適用指針第

8号）を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額

は、84,021百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

－

－ （企業結合に係る会計基準及び事

業分離等に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第7号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用して

おります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

 （中間連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」は、当中間連結

会計期間から「のれん」として表示

しております。

－



 
  

表示方法の変更 

  

 
  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

－ （金融商品に係る会計基準） 

 従来、組込デリバティブを区分し

て測定することができる複合金融商

品は、組込デリバティブを区分して

時価評価し、評価差額を当期の損益

に計上しておりましたが、当中間連

結会計期間より「その他の複合金融

商品（払込資本を増加させる可能性

のある部分を含まない複合金融商

品）に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第12号 平成18年3月30

日）を適用し、全体の信用リスクが

高くないと判断した複合金融商品の

評価差額は、純資産の部に計上して

おります。これにより経常利益及び

税金等調整前中間純利益は3百万円増

加しております。

－

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間において、有形固定資産の「その

他」に含めて表示していた「構築物」は重要性が増加し

たため、当中間連結会計期間から区分掲記することにし

ました。

なお、前中間連結会計期間末の「構築物」の金額は1

百万円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受収益

の増加額」は重要性が増加したため、当中間連結会計期

間から区分掲記することにしました。

なお、前中間連結会計期間の「前受収益の増加額」は

858百万円であります。

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間において、有形固定資産の「建

物」及び「構築物」はそれぞれ区分掲記しておりました

が、当中間連結会計期間より「建物及び構築物」として

表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間末の「建物」の金額は

1,919百万円、「構築物」の金額は2,060百万円でありま

す。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の

増減額」及び「持分法による投資損失」は重要性が増加

したため、当中間連結会計期間から区分掲記することに

しました。

なお、前中間連結会計期間の「前渡金の増減額」は△

487百万円、「持分法による投資損失」は4百万円であり

ます。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年9月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年3月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

7,883百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

8,457百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

7,137百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

 

※１ プラットフォーム事業費の明

細

人件費 756百万円

外注費 6,895

通信運搬費 4,816

番組購入費 7,825

ICカード購入費 292

賃借料 526

リース料 1,469

減価償却費 1,719

その他 3,781

 
 

※１ プラットフォーム事業費の明

細

人件費 834百万円

外注費 6,029

通信運搬費 5,352

番組購入費 7,499

ICカード購入費 170

賃借料 523

リース料 1,760

減価償却費 2,141

その他 4,593

 
 

※１ プラットフォーム事業費の明

細

人件費 1,548百万円

外注費 14,517

通信運搬費 9,474

番組購入費 15,829

ICカード購入費 511

賃借料 1,039

リース料 3,090

減価償却費 3,408

その他 7,922

 

※２ 販売費及び一般管理費の明細

人件費 1,423百万円

代理店手数料 3,857

広告宣伝費 3,577

販売促進費 2,218

貸倒引当金繰入額 109

減価償却費 149

その他 2,030
 

※２ 販売費及び一般管理費の明細

人件費 1,623百万円

代理店手数料 2,322

広告宣伝費 2,729

販売促進費 2,406

貸倒引当金繰入額 188

減価償却費 110

その他 2,992
 

※２ 販売費及び一般管理費の明細

人件費 2,985百万円

代理店手数料 6,681

広告宣伝費 5,978

販売促進費 4,115

貸倒引当金繰入額 236

減価償却費 284

その他 4,967

※３      － ※３ 前期損益修正 ※３      －

 前期に計上した研究開発費用及び

マ－ケティング費用の一部につい

て、当該費用に係る納品物等の納品

日は前期中であったものの、検収完

了時期については当期とすべきであ

ることが判明し、当該費用の計上年

度を修正すべき事由が生じたため、

これを修正したものであります。

 

※４ 固定資産除却損の内容

建物 25百万円

機械装置及び運搬具 170

ソフトウェア 3

その他 5

計 203百万円
 

※４ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 20百万円

機械装置及び運搬具 20

ソフトウェア 34

その他 11

計 86百万円
 

※４ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 81百万円

機械装置及び運搬具 322

ソフトウェア 38

その他 15

計 456百万円

 

 

※５      －

 

※５ 固定資産売却損の内容

機械装置及び運搬具 1百万円

計 1百万円
 

※５     －



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

 

※６ 減損損失

 当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。

場所
青海放送センター 
（東京都江東区）

用途 データ放送用設備

種類
機械装置、 
ソフトウェア等

 当社グループは、資産のグルーピ

ングを管理用の事業別に区分し、新

規事業に関しましては一部細分化す

る方法で行っております。

 新規事業の一部として認識してお

りましたデータ放送事業につきまし

ては採算性が見込めないこと等から

サービスの終了を決定し、当資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（326百万円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は機械装

置178百万円、ソフトウェア147百万

円、その他１百万円です。

  なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額により測定し

ておりますが、汎用性のない特殊な

資産であることから有償での売却可

能性は無いものと評価しておりま

す。

※６     －

 

※６ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。 

 

場所
青海放送センター 
（東京都江東区）

用途 データ放送用設備

種類
機械装置、 
ソフトウェア等

 当社グループは、資産のグルーピ

ングを管理用の事業別に区分し、新

規事業に関しましては一部細分化す

る方法で行っております。

 新規事業の一部として認識してお

りましたデータ放送事業につきまし

ては採算性が見込めないこと等から

サービスの終了を決定し、当資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（326百万円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は機械装

置178百万円、ソフトウェア147百万

円、その他１百万円です。

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おりますが、汎用性のない特殊な資

産であることから有償での売却可能

性は無いものと評価しております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,270,365 － － 2,270,365

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 117,441 － － 117,441

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月27日 
定時株主総会

普通株式 1,614 750 平成18年3月31日 平成18年6月27日



 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 26,893百万円

有価証券 15,013

計 41,906百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

 
 

△1,500
MMF以外の有価証
券

 
△13,000

現金及び 
現金同等物 27,405百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 28,548百万円

有価証券 12,197

計 40,745百万円

MMF以外の有価証
券

△3,188

現金及び 
現金同等物 37,556百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金 38,308百万円

有価証券 2,012

計 40,320百万円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

 
△10

現金及び
現金同等物

40,310百万円

 

※２      －

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳 

株式の取得により新たに1社（日

本メディアーク株式会社）を連結

したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による収入（純額）と

の関係は次のとおりであります。

流動資産 27百万円

流動負債 △27

新規連結子会社
株式の取得価額

0百万円

新規連結子会社
現金及び現金同
等物

△0

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入

0百万円

（注）上記の「新規連結子会社取得

による収入」は、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書上、投資活動

によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳 

株式の取得により新たに1社（株

式会社シーエス・ナウ）を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得による収入（純額）との

関係は次のとおりであります。

流動資産 4百万円

流動負債 △0

新規連結子会社
株式の取得価額

4百万円

新規連結子会社
現金及び現金同
等物

 
△4

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入

0百万円

（注）上記の「新規連結子会社取得

による収入」は、連結キャッシ

ュ・フロー計算書上、投資活動に

よるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しております。



次へ 

 (リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

9,824 4,143 5,681

ソフト 
ウエア

1,729 1,002 726

その他 
有形固定
資産

3,630 1,352 2,278

合計 15,185 6,499 8,686

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

10,892 5,698 5,193

ソフト 
ウエア

1,707 1,273 434

その他 
有形固定
資産

4,571 1,584 2,987

合計 17,171 8,556 8,615

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具

10,453 4,777 5,676

ソフト
ウエア

1,727 1,148 579

その他
有形固定
資産

4,708 1,685 3,022

合計 16,889 7,612 9,277

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 2,570百万円

１年超 6,385

合計 8,955百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 2,970百万円

１年超 5,824

合計 8,795百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,921百万円

１年超 6,612

合計 9,533百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 支払リース料 1,436百万円

 減価償却費 

 相当額
1,278百万円

 支払利息相当額 152百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 支払リース料 1,631百万円

 減価償却費 

 相当額
1,461百万円

 支払利息相当額 133百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 支払リース料 2,957百万円

 減価償却費 

 相当額
2,642百万円

 支払利息相当額 298百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存期間を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 
（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載

は省略しております。



(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

(前中間連結会計期間末)(平成17年9月30日) 

 
  

(当中間連結会計期間末)(平成18年9月30日) 

 
  

(前連結会計年度末)(平成18年3月31日) 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

(前中間連結会計期間末)(平成17年9月30日) 

 
  

(当中間連結会計期間末)(平成18年9月30日) 

 
  

(前連結会計年度末)(平成18年3月31日)  

 
  

種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

債券 12,649 12,453 △196

合計 12,649 12,453 △196

種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

債券 8,690 8,345 △345

合計 8,690 8,345 △345

種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

債券 10,689 10,148 △540

合計 10,689 10,148 △540

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

上場株式 11,112 16,472 5,359

債券 24,362 22,826 △1,535

合計 35,475 39,299 3,824

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

上場株式 10,383 8,448 △1,935

債券 14,013 12,047 △1,965

合計 24,396 20,495 △3,901

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

上場株式 10,124 22,838 12,714

債券 14,000 12,036 △1,963

合計 24,124 34,875 10,751



３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
（注）当社の基準に基づき、前中間連結会計期間にて39百万円、当中間連結会計期間にて1百万円、前連結会計年度に

て43百万円の減損処理を行い、中間連結損益計算書及び連結損益計算書上、特別損失に計上しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

（前中間連結会計期間末)(平成17年9月30日) 

 
(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２ 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

３ クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブを区分処理したものでありま

す。 

４ クレジットデフォルトスワップの契約額等は複合金融商品の債券額面であり、時価はクレジットデフォルト

スワップの時価であります。この契約額等の金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。 

  

(当中間連結会計期間末)(平成18年9月30日) 

 
(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２ 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

種類
前中間連結会計期間末
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年9月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年3月31日)

その他有価証券
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

マネー・マネジメント・ 
ファンド

2,012 2,013 2,012

コマーシャルペーパー 1,999 6,994 －

非上場株式（注）
1,322 1,289 2,882

合計 5,334 10,298 4,894

区分
対象物の 

種類
取引の種類

契約額等（百万円）
時価 

（百万円）
評価損益
（百万円）うち１年超

（百万円）

市場取以 

外の取引

通 貨
為替予約取引 買建・米ド
ル

420 － 449 29

債 券
クレジットデフォルトスワッ
プ

11,000 2,000 20 4

区分
対象物の 

種類
取引の種類

契約額等（百万円） 時価
（百万円）

評価損益

（百万円）うち１年超
（百万円）

市場取以 

外の取引
通 貨

為替予約取引 買建・米ド
ル

779 － 876 96



(前連結会計年度末)(平成18年3月31日) 

 
(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２ 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

３ クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブを区分処理したものでありま

す。 

４ クレジットデフォルトスワップの契約額等は複合金融商品の債券額面であり、時価はクレジットデフォルト

スワップの時価であります。この契約額等の金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。 

  

区分
対象物の 

種類
取引の種類

契約額等（百万円）
時価 

（百万円）
評価損益 
（百万円）うち１年超

（百万円）

市場取引 

以外の 

取引

通 貨 為替予約取引 買建・米ドル 844 － 880 35

債 券
クレジットデフォルトスワ
ップ

2,000 2,000 13 △4



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年

4月1日 至 平成18年9月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、CSデジタル多チャンネル放送に係るプラットフォームサービス及びそ

の付随業務の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので記載は省

略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年

4月1日 至 平成18年9月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 

全セグメントの営業収益の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載は省略しております。 

  

【海外営業収益】 

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年

4月1日 至 平成18年9月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため記載は省略しております。 

  

  

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月1日 

    至 平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年4月1日 

    至 平成18年9月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年4月1日 

    至 平成18年3月31日）

１株当たり純資産額  41,518円89銭 １株当たり純資産額 39,042円87銭 １株当たり純資産額  43,661円41銭

１株当たり中間純損失    149円97銭 １株当たり中間純利益    598円36銭 １株当たり当期純利益  162円56銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、潜在株式は
存在するものの、１株当たり中間純損
失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益         162円54銭

１ 1株当たり中間純損失額の算定上
の基礎は以下のとおりです。 
   
 中間純損失      323百万円 
 普通株主に帰属しない金額 
            －百万円 
普通株式に係る中間純損失 
                       323百万円 
普通株式の期中平均株式数 
                      2,154千株 
   
 
 
 
 
 
希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要 
新株予約権（旧商法280条ノ19の規定
に基づく新株予約権1,413株、商法280
条ノ20及び商法280条ノ21の規定に基
づく新株予約権の目的となる株式の数
8,310株）。

２        －

1 1株当たり中間純利益額の算定上の
基礎は以下のとおりです。 
 
  中間純利益     1,288百万円 
  普通株主に帰属しない金額 
             －百万円 
  普通株式に係る中間純利益 
            1,288百万円 
  普通株式の期中平均株式数 
              2,152千株 
   
 
 
 
 
 
希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要 
新株予約権（旧商法第280条ノ19の規
定に基づく新株予約権1,413株、平成
13年改正旧商法第280条ノ20及び平成
13年改正旧商法第280条ノ21の規定に
基づく新株予約権の目的となる株式の
数8,310株）。
 これらの詳細は、「新株予約権等の
状況」に記載の通りであります。

２ 1株当たり純資産額の算定上の基礎
は以下のとおりです。
純資産の部の合計額
           88,656百万円 
  純資産の部の合計額から控除する 
    金額 
                    4,599百万円 
 （うち少数株主持分） 4,599百万円
普通株式に係る中間期末の純資産額 
                84,056百万円 
 1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数 
                      2,152千株

１ 1株当たり当期純利益額及び潜在
株式調整後１株当たり当期純利益額の
算定上の基礎は以下のとおりです。 
  当期純利益      357百万円 
  普通株主に帰属しない金額 
             7百万円 
（うち利益処分による役員賞与金） 
             7百万円 
普通株式に係る当期純利益 
            350百万円 
普通株式の期中平均株式数 
             2,153千株 
当期純利益調整額      －百万円 
普通株式増加数        0千株 
（うち新株引受権付社債の新株引受権
242株） 
希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要 
新株予約権（旧商法280条ノ19の規定
に基づく新株予約権1,413株、平成13
年改正旧商法280条ノ20及び平成13年
改正旧商法280条ノ21の規定に基づく
新株予約権の目的となる株式の数
8,310株）。

２      －



(重要な後発事象) 

  
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

１ 株式会社ジェイ・スポーツ・ブ

ロードキャスティング株式の取得

当社は、株式会社ジェイ・スポ

ーツ・ブロードキャスティングの

株式を取得いたしました。当該株

式取得の目的は、中期ビジョン

（平成17年１月26日発表）におけ

る「DTH事業展開の強化」の具体的

展開の１つとして行うものです。

(1)株式取得の内容

 ①取得株式の総数

 10,452株（発行済株式総数

の15.00％）

 ②株式の取得価額の総額

3,734百万円

 ③株式取得の時期

 平成17年11月1日

 ④支払資金の調達方法

全額自己資金

(2)株式会社ジェイ・スポーツ・ブロ

ードキャスティングの概要

 ①設立

平成8年9月５日

 ②代表取締役社長

 鷹羽正好

 ③資本金

 3,833百万円（平成17年11月1

日現在）

 ④従業員数

 119名（単体、平成17年11月1

日現在）

 ⑤主な事業内容

 スポーツ系映像コンテンツの

放送及び配給

２ 株式会社オプティキャストの一

部営業分割,増資及び株式会社オ

プティキャスト・マーケティング

の設立

平成17年9月28日開催の当社の

取締役会において、株式会社オプ

ティキャストの営業の一部を分割

し、オプティキャスト・サービス

の販売促進を目的として株式会社

オプティキャスト・マーケティン

グを設立することを決議いたしま

した。

１ 新株予約権の発行

当社は平成18年8月30日開催の取

締役会において、会社法238条第1

項、第2項及び第240条第1項に基づ

き、当社の取締役及び執行役員に

ストックオプションとして発行す

る新株予約権について、下記のと

おりに決議しております。 

①新株予約権の割当日 

 平成18年10月1日 

②新株予約権の行使期間 

 自 平成20年10月1日 

 至 平成24年9月30日 

③新株予約権の総数 

 1,180個 

④新株予約権の目的たる株式の種

類及び数 

 当社普通株式1,180株 

⑤新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額 

 1株当たり70,256円 

 総額82,902,080円 

⑥新株予約権の払込金額 

 金銭の払込は要しない

２ 持株会社設立による経営統合の

基本合意について

当社及びジェイサット株式会社

（以下、JSATという）は、平成18

年10月26日開催のそれぞれの取締

役会による決議において、今後の

共同株式移転計画の作成及び共同

株式移転契約の締結、臨時株主総

会の承認決議並びに関係官庁等の

確認その他所要の手続きを経るこ

とを前提として、株式移転によ

り、両社の完全親会社となる持株

会社、スカパー・JSAT株式会社

（以下、持株会社という）を設立

し、その傘下で経営統合（以下、

本経営統合という）を行うことを

決定し、同日、両社の間で基本合

意書を締結いたしました。

(1)本経営統合の目的

相互の尊重と対等な精神のもとに

両社の経営資源を統合し、シナジ

ー効果の発現により、日本におけ

る有料多チャンネル放送の更なる

市場拡大を図るとともに、通信・

放送の融合を見据えた総合的な事

業の拡大と経営の効率化を通じて

企業価値を最大限に高めることを

目的とします。

１ 重要な設備投資

当社は平成18年5月31日開催の取

締役会において、東京都江東区に

新放送センターを建設することを

決議いたしました。これは、現在

三ヶ所において別々に稼動してい

る設備やシステムを一ヶ所に統合

し重複するコストを削減するとい

った合理化と、堅牢な新放送セン

ターを建設することで大規模災害

における事業リスク対策の強化を

図るためのものです。今後の予定

としては、平成18年12月末日に建

築確認を行い、平成20年3月に竣工

の予定です。当該建物設備の投資

額は、附帯設備を含め約75億円を

予定していますが、拠点の集中化

により減価償却費を含めた年間運

用コストは従来と大きく変わらな

い見込です。



前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

 また、平成17年12月21日開催の

当社の取締役会において株式会社

オプティキャストに対し1,800百

万円増資することを決議いたしま

した。これは株式会社オプティキ

ャストがNTTグループと共同で株

式会社オプティキャスト・マーケ

ティングに対し増資を行う資金が

必要になることから決議したもの

です。

 

(2)本経営統合の概要

①本経営統合のスキーム

 当社及びJSATは、平成19年2月

に開催予定のそれぞれの臨時株主

総会及び関係官庁等の確認を前提

に、当社及びJSATを完全子会社と

する共同株式移転を行う方法で両

社の完全親会社を設立することに

より、平成19年4月2日を目処とし

て、持株会社体制に移行し、両社

の経営を統合することを予定して

おります。なお、今後、手続を進

める中で、やむを得ない状況が生

じた場合は、両社協議の上、共同

株式移転による経営統合のスキー

ムを変更することがあります。

②本経営統合のスケジュール

平成19年1月初旬(予定)

共同株式移転計画の作成及び共

同株式移転契約の締結（両社） 

平成19年2月初旬（予定）

株式移転承認に係る臨時株主総

会（両社）

平成19年3月27日（予定）

両社株式上場廃止日

平成19年4月2日（予定）

持株会社設立登記日・持株会社

株式上場日

平成19年4月中旬（予定）

 株券交付日（持株会社）

なお、今後、手続を進める中で、

やむを得ない状況が生じた場合

は、両社協議の上、日程を変更す

ることがあります。

②株式移転比率

株式移転に際して両社の株式に割

り当てる持株会社の普通株式数の

比率（株式移転比率）を、以下の

通りと致します（以下「本株式移

転比率」という）。

会社名 当社 JSAT

株式移転比率 1 4

 これにより、当社の普通株式1

株に対し、持株会社の普通株式1

株を、JSATの普通株式1株に対

し、持株会社の普通株式4株を、

それぞれ割り当てます。



前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日)

 

 

 本株式移転比率につきまして

は、当社はモルガン・スタンレー

証券株式会社を、JSATはメリルリ

ンチ日本証券株式会社をファイナ

ンシャル・アドバイザーにそれぞ

れ任命し、本株式移転比率に対す

る第三者機関としての評価を依頼

しました。両ファイナンシャル・

アドバイザーはそれぞれ市場株価

分析、DCF（ディスカウントキャ

ッシュフロー）分析等を用いて両

社の企業・株式価値を算定し、そ

の評価を踏まえ、両社が交渉・協

議を行い決定致しました。 

 但し、上記株式移転比率は、算

定の基礎となる諸条件に重大な変

更が生じた場合は、両社協議の

上、変更することがあります。

(3)JSAT（連結）の概要（平成18年3
月末現在）
①商号 ジェイサット株式会社

②事業概要

通信衛星によるネットワー

ク関連サービス及び映像関

連サービス

③設立年月日 昭和60年2月

④本店所在地 東京都千代田区

⑤代表者 代表取締役社長 磯崎 澄

⑥資本金 53,769百万円

⑦発行済株式

総数
356,418株

⑧株主資本 82,888百万円

⑨総資産 169,733百万円

⑩決算期 3月31日

⑪従業員数 257名

⑫主要取引先
エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケ－ションズ㈱

⑬大株主及び

持株比率

エヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケ－

ションズ㈱

17.64%

みずほ信託退職給

付信託（伊藤忠商

事口再信託受託者

資産管理サービス

信託）

13.99%

日本トラスティ・

サ－ビス信託銀行

（㈱住友信託銀行

再信託分・住友商

事㈱退職給付信託

口）

10.75%

日本トラスティ・

サ－ビス信託銀行

㈱）（三井アセッ

ト信託銀行再信託

分・三井物産㈱退

職給付信託口）

9.40%

日本テレビ放送網

㈱
6.31%



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日)

 

 

(4)持株会社の概要（予定）

①商号

スカパー・JSAT株式会社 

(英文名： 

SKY Perfect JSAT Corporation)

②事業内容

− グループの全体最適を図るため
の企画、運営、管理等を行い、各

社の権限と責任を明確にしたうえ

で、業務執行を管理・統括し、グ

ループ全体の経営を統括する。 

− グループの経営資源を有効活用
し、利益成長を促進させるととも

に統合効果を早期に実現させる視

点からグループ経営戦略を策定

し、これを実行する。

③本店所在地

未定

④取締役及び監査役候補者

役職 氏名 現職

代表取締役

会長

秋山 政徳 ジェイサット

㈱ 取締役 専務

執行役員

代表取締役

社長

仁藤 雅夫 ㈱スカイパーフ

ェクト・コミュ

ニケーション

ズ 代表取締役社

長

取締役 住友 裕郎 ジェイサット

㈱ 上級執行役員

取締役 平林 良司 ㈱スカイパーフ

ェクト・コミュ

ニケーション

ズ 常務取締役

⑤資本金

未定

⑥発行予定株式数

設立時発行予定株式数 

普通株式3,696,037株

⑦決算期

3月31日

⑧会計監査人

 監査法人トーマツ



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 18,102 21,011 25,345

 ２ 売掛金 6,860 6,910 6,810

 ３ 有価証券 15,013 12,197 2,012

 ４ 番組勘定 5,849 5,890 2,478

 ５ 未収入金 160 701 99

 ６ その他 ※２ 3,043 2,804 4,092

   貸倒引当金 △232 △467 △234

   流動資産合計 48,797 40.6 49,047 43.2 40,604 32.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

 (1) 建物 1,630 1,644 1,724

 (2) 機械及び装置 9,340 8,826 9,771

 (3) その他 528 1,657 581

   計 11,500 12,128 12,077

 ２ 無形固定資産

 (1) ソフトウェア 1,053 1,563 1,287

 (2) その他 11 10 10

   計 1,064 1,573 1,297

 ３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 42,264 27,280 48,439

 (2) 子会社株式 12,813 － －

 (3) 関係会社株式 － 19,958 18,367

 (4) その他 3,655 3,803 3,209

   貸倒引当金 － △150 △100

   計 58,733 50,891 69,915

   固定資産合計 71,299 59.4 64,593 56.8 83,290 67.2

   資産合計 120,096 100.0 113,641 100.0 123,894 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年3月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 未払金 9,836 7,994 6,532

 ２ 未払費用 794 992 613

 ３ 未払法人税等 111 127 113

 ４ 視聴料預り金 10,396 9,075 8,873

 ５ 賞与引当金 198 206 215

 ６ 役員賞与引当金 － 9 －

 ７ その他 ※２ 2,413 2,301 1,614

   流動負債合計 23,749 19.8 20,707 18.2 17,962 14.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 138 52 95

 ２ 退職給付引当金 624 697 658

 ３ 役員退職慰労引当金 17 6 17

 ４ その他 2,953 1,106 6,050

   固定負債合計 3,733 3.1 1,862 1.7 6,822 5.5

   負債合計 27,483 22.9 22,569 19.9 24,785 20.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 50,083 41.7 － － 50,083 40.4

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 16,786 － 16,786

 ２ その他資本剰余金 27,208 － 27,208

   資本剰余金合計 43,995 36.6 － － 43,995 35.5

Ⅲ 利益剰余金

 １ 中間（当期） 

   未処分利益
7,173 － 9,737

   利益剰余金合計 7,173 6.0 － － 9,737 7.9

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金
1,642 1.4 － － 5,574 4.4

Ⅴ 自己株式 △10,282 △8.6 － － △10,282 △8.2

   資本合計 92,612 77.1 － － 99,109 80.0

   負債資本合計 120,096 100.0 － － 123,894 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年3月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)
金額(百万円)

構成比

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 － － 50,083 44.0  － －

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 － 16,786 －

  (2) その他資本剰余金 － 27,208 －

   資本剰余金合計 － － 43,995 38.7 － －

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 － 11,305 －

   利益剰余金合計 － － 11,305 9.9 － －

 ４ 自己株式 － － △10,282 △9.0 － －

   株主資本合計 － － 95,102 83.6 － －

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
－ － △4,065 △3.5 － －

 ２ 繰延ヘッジ損益 － － 34 0.0 － －

   評価・換算差額等 

   合計
－ － △4,030 △3.5 － －

   純資産合計 － － 91,071 80.1 － －

   負債純資産合計 － － 113,641 100.0  － －



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ プラットフォーム 
   事業収益

37,133 100.0 37,981 100.0 74,377 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ プラットフォーム 
   事業費

※１ 24,697 23,627 49,343

 ２ 販売費及び 
   一般管理費

※２ 11,812 36,509 98.3 11,422 35,050 92.3 22,417 71,761 96.5

   営業利益 623 1.7 2,931 7.7 2,616 3.5

Ⅲ 営業外収益 ※３ 471 1.3 514 1.4 881 1.2

Ⅳ 営業外費用 ※４ 68 0.2 207 0.6 236 0.3

  経常利益 1,026 2.8 3,237 8.5 3,261 4.4

Ⅴ 特別利益 ※５ 465 1.2 40 0.1 1,023 1.4

Ⅵ 特別損失
※６ 
※８

571 1.5 83 0.2 797 1.1

  税引前中間（当期） 
  純利益

919 2.5 3,194 8.4 3,487 4.7

  法人税、住民税 
  及び事業税

3 0.0 4 0.0 6 0.0

  中間（当期）純利益 916 2.5 3,189 8.4 3,480 4.7

  前期繰越利益 6,257 － 6,257

  中間（当期） 
  未処分利益

7,173 － 9,737



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年3月31日残高(百万円) 50,083 16,786 27,208 43,995

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） －

 役員賞与（注） －

 中間純利益 －

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額（純額）
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ － － －

平成18年9月30日残高(百万円) 50,083 16,786 27,208 43,995

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年3月31日残高(百万円) 9,737 9,737 △10,282 93,534

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △1,614 △1,614 △1,614

 役員賞与（注） △7 △7 △7

 中間純利益 3,189 3,189 3,189

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額（純額）

－

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

1,567 1,567 － 1,567

平成18年9月30日残高(百万円) 11,305 11,305 △10,282 95,102

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 5,574 － 5,574 99,109

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △1,614

 役員賞与（注） △7

 中間純利益 3,189

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額（純額）

△9,639 34 △9,604 △9,604

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△9,639 34 △9,604 △8,037

平成18年9月30日残高(百万円) △4,065 34 △4,030 91,071



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

a.満期保有目的の債券

   償却原価法（定額法）によって

おります。

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

a.満期保有目的の債券

       同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

a.満期保有目的の債券

        同左

b. 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によ

っております。

b.子会社株式及び関連会社株式

同左

b.子会社株式及び関連会社株式

同左

c.その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定)によ

っております。

c.その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定)に

よっております。

c.その他有価証券

   時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定)によって

おります。

   時価のないもの

移動平均法による原価法によ

っております。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) デリバティブ

時価法によっております。

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

番組勘定

   個別法による原価法によって

おります。

(3) たな卸資産

番組勘定

同左

(3) たな卸資産

番組勘定

同左

  貯蔵品

   先入先出法による原価法によ

っております。

  貯蔵品

同左

  貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、建物3年

から18年、機械及び装置2年から6

年であります。

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

     同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

     同左

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(2年から5年)に基づいてお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

     同左



前中間会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

なお、放送事業者が視聴者に債

権を有している基本料、加入料及

び視聴料等に対して、当社が料金

収納サービスを行うことに伴って

発生した売掛金については、視聴

者からの過去の一定期間の回収実

績を勘案して計上しております。

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対し支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち会社

で定めた支給対象期間中の当中間

期負担分を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対し支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち会社

で定めた支給対象期間中の当期負

担分を計上しております。

(3)       － (3)役員賞与引当金

 役員に対し支給する賞与に備え

るため、当事業年度における支給

見込額に基づき、当中間会計期間

に見合う分を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第4号）を適用しており

ます。 

 この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益がそれぞれ、9百万円

減少しております。

(3)     －

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存勤

務年数（15年）により、翌事業年

度から定額法で費用処理しており

ます。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存勤

務年数（12年及び15年）により、

翌事業年度から定額法で費用処理

しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務年

数（12年及び15年）により、翌事

業年度から定額法で費用処理して

おります。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

４ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の適用要件を満たす

ものについては、繰延ヘッジ処理

によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段

為替予約によっております。

５ ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

同左

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段

    同左

５ ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

同左

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段

    同左

b．ヘッジ対象

外貨建予定取引であります。

（3）ヘッジ方針

内部規程である「資金運用規

程」及び「資金運用取扱規則」に

基づき、為替変動リスクを回避す

る目的で、実需の範囲内で利用し

ております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

基本的に、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する重要な条件がほぼ同

一である場合は、有効性の評価を

省略しております。それ以外のヘ

ッジ取引につきましては、ヘッジ

手段の相場変動の累計とヘッジ対

象の相場変動の累計とを比較し、

両者の変動額等を基礎に判断する

こととしております。

b．ヘッジ対象

同左

（3）ヘッジ方針

同左

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

b．ヘッジ対象

同左

（3）ヘッジ方針

同左

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

（固定資産の減損に係る会計基

準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第6号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

により税引前中間純利益が326百万円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除していま

す。

－ （固定資産の減損に係る会計基

準） 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月

9日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第6号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによ

り営業利益及び経常利益が101百万円

増加、税引前当期純利益が224百万円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表規則に基づき各資

産の金額から直接控除しておりま

す。

－ （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会  平

成17年12月9日 企業会計基準第5

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する企業会計基準適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準適用指針第

8号）を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額

は、91,037百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

－



 
  

表示方法の変更 

  

 
  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日

至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日)

－ （金融商品に係る会計基準） 

 従来、組込デリバティブを区分し

て測定することができる複合金融商

品は、組込デリバティブを区分して

時価評価し、評価差額を当期の損益

に計上しておりましたが、当中間会

計期間より「その他の複合金融商品

（払込資本を増加させる可能性のあ

る部分を含まない複合金融商品）に

関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第12号 平成18年3月30日）を

適用し、全体の信用リスクが高くな

いと判断した複合金融商品の評価差

額は、純資産の部に計上しておりま

す。これにより経常利益及び税引前

中間純利益は3百万円増加しておりま

す。

－

前中間会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

（中間貸借対照表関係）

「子会社株式」は、前中間期まで投資その他の資産の

「その他」に含めて表示していましたが、当中間期末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記い

たしました。

なお、前中間期末の「子会社株式」の金額は3,559百

万円であります。

（中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間まで、独立科目で掲記していた「子会

社株式」、及び「その他」に含めていた関連会社株式は

当中間会計期間より「関係会社株式」として表示してお

ります。 

 なお、前中間期末の「その他」に含まれる関連会社株

式は15百万円、及び当中間期末の「関係会社株式」に含

まれる「子会社株式」の金額は14,618百万円、関連会社

株式の金額は5,339百万円であります。 

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年9月30日)

当中間会計期間末
(平成18年9月30日)

前事業年度末 
(平成18年3月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       6,087百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       6,219百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       5,219百万円

※２ 消費税等の取扱い

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※２ 消費税等の取扱い

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※２      －

 

 

 

 ３ 偶発債務

(1) 保証債務

次の子会社のリース会社に対

するリース債務について債務保

証を行っております。

保証先 金額

株式会社オプティキ

ャスト
1,039百万円

株式会社スカパー・

マーケティング
1,581

計 2,621百万円

次の子会社の借入金残高に対

して債務保証を行っておりま

す。

保証先 金額

株式会社ケーブル 

テレビ足立
537百万円

(2) 融資証明

子会社である株式会社オプテ

ィキャストの運転資金が不足し

た場合は、下記条件の範囲内

で、全額融資を実行することを

株式会社オプティキャストに対

して証明しております。

融資上限額： 2,000百万円

有効期限： 平成15年11月28日から 

平成21年3月31日まで

なお、貸出実行残高はありま

せん。

 

 

 ３ 偶発債務

(1) 保証債務

次の子会社のリース会社に対

するリース債務について債務保

証を行っております。

保証先 金額

株式会社オプティキ

ャスト
806百万円

株式会社スカパー・

マーケティング
2,357

計 3,163百万円

次の子会社の借入金残高に対

して債務保証を行っておりま

す。

保証先 金額

株式会社ケーブル

テレビ足立
470百万円

(2) 融資証明
同左

 

 

 ３ 偶発債務

(1) 保証債務

次の子会社のリース会社に対

するリース債務について債務保

証を行っております。

保証先 金額

株式会社オプティキ

ャスト
 923百万円

株式会社スカパー・

マーケティング
2,385   

計 3,308百万円

次の子会社の借入金残高に対

して債務保証を行っておりま

す。

保証先 金額

株式会社ケーブル 

テレビ足立
504百万円

(2) 融資証明

     同左

 

 ４ 貸出コミットメント契約

  一部の子会社との間で貸出コ

ミットメント契約を締結してお

り、貸出未実行残高等は次のと

おりです。
貸出コミットメントの総
額

4,200百万円

貸出実行残高 1,130

差引額 3,070百万円

 ４ 貸出コミットメント契約

  一部の子会社との間で貸出コ

ミットメント契約を締結してお

り、貸出未実行残高等は次のと

おりです。

貸出コミットメントの総
額

4,700百万円

貸出実行残高 2,550

差引額 2,150百万円

 ４      －



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

 

※１ プラットフォーム事業費の明

細

人件費 359百万円

外注費 9,903

通信運搬費 2,715

番組購入費 6,526

ICカード購入費 292

賃借料 331

リース料 975

減価償却費 1,289

その他 2,303
 

※１ プラットフォーム事業費の明

細

人件費 394百万円

外注費 9,928

通信運搬費 2,649

番組購入費 5,845

ICカード購入費 170

賃借料 336

リース料 920

減価償却費 1,290

その他 2,091
 

※１ プラットフォーム事業費の明

細書の要約

人件費 706百万円

外注費 20,165

通信運搬費 4,941

番組購入費 13,428

ICカード購入費 511

賃借料 659

リース料 1,922

減価償却費 2,523

その他 4,484

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

役員報酬 98百万円

給与・諸手当 415

賞与 116

退職給付費用 20

代理店手数料 3,784

広告宣伝費 3,035

販売促進費 2,159

貸倒引当金繰入額 90

減価償却費 133
 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

役員報酬 110百万円

給与・諸手当 367

賞与 92

退職給付費用 23

代理店手数料 2,153

広告宣伝費 2,444

販売促進費 2,823

貸倒引当金繰入額 173

減価償却費 90

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

役員報酬 200百万円

給与・諸手当 832

賞与 218

退職給付費用 39

代理店手数料 6,541

広告宣伝費 5,038

販売促進費 4,208

貸倒引当金繰入額 201

減価償却費 248

業務委託料 1,510

通信・運搬費 416

 

※３ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 30百万円

有価証券利息 372

※３ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 18百万円

有価証券利息 326

事業継承収益金 57

受取配当 62
 

※３ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 42百万円

有価証券利息 697

 

※４ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3百万円

為替差損 58

 

※４ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2百万円

関係会社貸倒引当金
繰入額

199

 

※４ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 6百万円

為替差損 124
関係会社貸倒引当
金繰入額 100

 

※５ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 465百万円

 

※５ 特別利益のうち主要なもの

前期研究開発費修正益 30百万円

前期マーケティング費
修正益

10

 前期に計上した研究開発費用及び

マ－ケティング費用の一部につい

て、当該費用に係る納品物の納品日

は前期中であったものの、検収完了

時期については当期とすべきである

ことが判明し、当該費用の計上年度

を修正すべき事由が発生したため、

これを修正したものです。

 

※５ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 1,023百万円

 

※６ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 195百万円

減損損失 326
 

※６ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 82百万円

 

※６ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 414百万円

減損損失 326

 ７ 減価償却実施額

有形固定資産 1,139百万円

無形固定資産 282

 ７ 減価償却実施額

有形固定資産 1,131百万円

無形固定資産 249

 ７ 減価償却実施額

有形固定資産 2,249百万円

無形固定資産 522



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

 

※８ 減損損失

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

場所
青海放送センター 
（東京都江東区）

用途 データ放送用設備

種類
機械装置、 
ソフトウェア等

 当社は、資産のグルーピングを管

理用の事業別に区分し、新規事業に

関しましては一部細分化する方法で

行っております。

 新規事業の一部として認識してお

りましたデータ放送事業につきまし

ては採算性が見込めないこと等から

サービスの終了を決定し、当資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（326百万円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は機械装

置178百万円、ソフトウェア147百万

円、その他１百万円です。

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おりますが、汎用性のない特殊な資

産であることから有償での売却可能

性は無いものと評価しております。

※８      －

 

※８ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。

場所
青海放送センター 
（東京都江東区）

用途 データ放送用設備

種類
機械装置、 
ソフトウェア等

 当社は、資産のグルーピングを管

理用の事業別に区分し、新規事業に

関しましては一部細分化する方法で

行っております。

 新規事業の一部として認識してお

りましたデータ放送事業につきまし

ては採算性が見込めないこと等から

サービスの終了を決定し、当資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（326百万円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は機械装

置178百万円、ソフトウェア147百万

円、その他１百万円です。

 なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おりますが、汎用性のない特殊な資

産であることから有償での売却可能

性は無いものと評価しております。



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
   

   

   

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 117,441 － － 117,441



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借手側）

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及び 
装置

8,702 3,982 4,719

ソフト 
ウエア

1,622 932 690

その他 
有形固定
資産

448 39 408

合計 10,772 4,954 5,818

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借手側）

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及び 
装置

8,555 5,181 3,373

ソフト 
ウエア

1,622 1,205 417

その他 
有形固定
資産

1,531 363 1,167

合計 11,708 6,750 4,958  

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

（借手側）

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及び
装置

8,555 4,524 4,030

工具器具
及び備品

1,028 173 855

ソフト
ウエア

1,622 1,068 553

合計 11,206 5,767 5,439

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 1,788百万円

１年超 4,252

合計 6,041百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 2,116百万円

１年超 3,021

合計 5,137百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,992百万円

１年超 3,658

合計 5,651百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 支払リース料 1,017百万円

 減価償却費 
 相当額

900百万円

 支払利息相当額 108百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 支払リース料 1,101百万円

 減価償却費
 相当額

984百万円

 支払利息相当額 96百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,060百万円

減価償却費
 相当額

1,829百万円

支払利息相当額 213百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存期間を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件取得

価額相当額の差額を利息相当額と

し、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）
  リース資産に配分された減損損

失はありませんので、項目等の記

載は省略しております。



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年9月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成18年9月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成18年3月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

１株当たり純資産額 43,017円29銭
 
１株当たり純資産額 42,301円54銭 １株当たり純資産額 46,034円66銭

１株当たり中間純利益  425円29銭
 
１株当たり中間純利益 1,481円71銭 １株当たり当期純利益1,612円55銭

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益         425円20銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益        1,612円36銭

 

１ 1株当たり中間純利益額及び潜

在株式調整後１株当たり中間純利益

額の算定上の基礎は以下のとおりで

す。

中間純利益 916百万円

普通株主に帰属 

しない金額 －百万円

普通株式に係る 

中間純利益 916百万円

普通株式の 

期中平均株式数 2,154千株

中間純利益調整額 －百万円

普通株式増加数 0千株

（うち新株引受権付社債の新株引

受権479株）

 

 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株予約権1,413株、

商法280条ノ20及び商法280条ノ21の

規定に基づく新株予約権の目的とな

る株式の数8,310株）。

２      －

１ 1株当たり中間純利益額の算定

上の基礎は以下のとおりです。 

 

 

中間純利益 3,189百万円

普通株主に帰属 

しない金額 －百万円

普通株式に係る 

中間純利益 3,189百万円

普通株式の 

期中平均株式数 2,152千株

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

新株予約権（旧商法280条ノ19の規

定に基づく新株予約権1,413株、平

成13年改正旧商法280条ノ20及び平

成13年改正旧商法280条ノ21の規定

に基づく新株予約権の目的となる

株式の数8,310株）。

 これらの詳細は、「新株予約権等
の状況」に記載の通りであります。

２ １株当たり純資産額の算定上の

基礎は以下のとおりです。

純資産の部の合計

額 91,071百万円

純資産の部の合計

額から控除する金

額 －百万円

普通株式に係る中

間期末の純資産額 91,071百万円

１株当たり純資産

額の算定に用いら

れた中間期末の普

通株式の数 2,152千株

 

１ 1株当たり当期純利益額及び潜

在株式調整後１株当たり当期純利益

額の算定上の基礎は以下のとおりで

す。

当期純利益 3,480百万円

普通株主に帰属 

しない金額 7百万円

（うち利益処分に

よる役員賞与金） 7百万円

普通株式に係る 

当期純利益 3,473百万円

普通株式の 

期中平均株式数 2,153千株

当期純利益調整額 －百万円

普通株式増加数 0千株

（うち新株引受権付社債の新株

引受権242株）

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要
新株予約権（旧商法第280条ノ19
の規定に基づく新株予約権1,413
株、平成13年改正旧商法第280条
ノ20及び平成13年改正旧商法第
280条ノ21の規定に基づく新株予
約権の目的となる株式の数8,310
株）。

２      －



(重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

１ 株式会社ジェイ・スポーツ・ブ

ロードキャスティング株式の取得

当社は、株式会社ジェイ・スポ

ーツ・ブロードキャスティングの

株式を取得いたしました。当該株

式取得の目的は、中期ビジョン

（平成17年１月26日発表）におけ

る「DTH事業展開の強化」の具体的

展開の１つとして行うものです。

(1)株式取得の内容

 ①取得株式の総数

 10,452株（発行済株式総数

の15.00％）

 ②株式の取得価額の総額

3,734百万円

 ③株式取得の時期

 平成17年11月1日

 ④支払資金の調達方法

全額自己資金

(2)株式会社ジェイ・スポーツ・ブロ

ードキャスティングの概要

 ①設立

平成8年9月５日

 ②代表取締役社長

 鷹羽正好

 ③資本金

 3,833百万円（平成17年11月1

日現在）

 ④従業員数

 119名（単体、平成17年11月1

日現在）

 ⑤主な事業内容

 スポーツ系映像コンテンツの

放送及び配給

２ 株式会社オプティキャストの一

部営業分割,増資及び株式会社オ

プティキャスト・マーケティング

の設立

平成17年9月28日開催の当社の

取締役会において、株式会社オプ

ティキャストの営業の一部を分割

し、オプティキャスト・サービス

の販売促進を目的として株式会社

オプティキャスト・マーケティン

グを設立することを決議いたしま

した。

１ 新株予約権の発行

当社は平成18年8月30日開催の取

締役会において、会社法238条第1

項、第2項及び第240条第1項に基づ

き、当社の取締役及び執行役員に

ストックオプションとして発行す

る新株予約権について、下記のと

おりに決議しております。 

①新株予約権の割当日 

 平成18年10月1日 

②新株予約権の行使期間 

 自 平成20年10月1日 

 至 平成24年9月30日 

③新株予約権の総数 

 1,180個 

④新株予約権の目的たる株式の種

類及び数 

 当社普通株式1,180株 

⑤新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額 

 1株当たり70,256円 

 総額82,902,080円 

⑥新株予約権の払込金額 

 金銭の払込は要しない

２ 持株会社設立による経営統合の

基本合意について

当社及びジェイサット株式会社

（以下、JSATという）は、平成18

年10月26日開催のそれぞれの取締

役会による決議において、今後の

共同株式移転計画の作成及び共同

株式移転契約の締結、臨時株主総

会の承認決議並びに関係官庁等の

確認その他所要の手続きを経るこ

とを前提として、株式移転によ

り、両社の完全親会社となる持株

会社、スカパー・JSAT株式会社

（以下、持株会社という）を設立

し、その傘下で経営統合（以下、

本経営統合という）を行うことを

決定し、同日、両社の間で基本合

意書を締結いたしました。

(1)本経営統合の目的

相互の尊重と対等な精神のもとに

両社の経営資源を統合し、シナジ

ー効果の発現により、日本におけ

る有料多チャンネル放送の更なる

市場拡大を図るとともに、通信・

放送の融合を見据えた総合的な事

業の拡大と経営の効率化を通じて

企業価値を最大限に高めることを

目的とします。

１ 重要な設備投資

当社は平成18年5月31日開催の取

締役会において、東京都江東区に

新放送センターを建設することを

決議いたしました。これは、現在

三ヶ所において別々に稼動してい

る設備やシステムを一ヶ所に統合

し重複するコストを削減するとい

った合理化と、堅牢な新放送セン

ターを建設することで大規模災害

における事業リスク対策の強化を

図るためのものです。今後の予定

としては、平成18年12月末日に建

築確認を行い、平成20年3月に竣工

の予定です。当該建物設備の投資

額は、附帯設備を含め約75億円を

予定していますが、拠点の集中化

により減価償却費を含めた年間運

用コストは従来と大きく変わらな

い見込です。



前中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)

 また、平成17年12月21日開催の

当社の取締役会において株式会社

オプティキャストに対し1,800百

万円増資することを決議いたしま

した。これは株式会社オプティキ

ャストがNTTグループと共同で株

式会社オプティキャスト・マーケ

ティングに対し増資を行う資金が

必要になることから決議したもの

です。

 

(2)本経営統合の概要

①本経営統合のスキーム

 当社及びJSATは、平成19年2月

に開催予定のそれぞれの臨時株主

総会及び関係官庁等の確認を前提

に、当社及びJSATを完全子会社と

する共同株式移転を行う方法で両

社の完全親会社を設立することに

より、平成19年4月2日を目処とし

て、持株会社体制に移行し、両社

の経営を統合することを予定して

おります。なお、今後、手続を進

める中で、やむを得ない状況が生

じた場合は、両社協議の上、共同

株式移転による経営統合のスキー

ムを変更することがあります。

②本経営統合のスケジュール

平成19年1月初旬(予定)

共同株式移転計画の作成及び共

同株式移転契約の締結（両社） 

平成19年2月初旬（予定）

株式移転承認に係る臨時株主総

会（両社）

平成19年3月27日（予定）

両社株式上場廃止日

平成19年4月2日（予定）

持株会社設立登記日・持株会社

株式上場日

平成19年4月中旬（予定）

 株券交付日（持株会社）

なお、今後、手続を進める中で、

やむを得ない状況が生じた場合

は、両社協議の上、日程を変更す

ることがあります。

②株式移転比率

株式移転に際して両社の株式に割

り当てる持株会社の普通株式数の

比率（株式移転比率）を、以下の

通りと致します（以下「本株式移

転比率」という）。

会社名 当社 JSAT

株式移転比率 1 4

 これにより、当社の普通株式1

株に対し、持株会社の普通株式1

株を、JSATの普通株式1株に対

し、持株会社の普通株式4株を、

それぞれ割り当てます。



前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日)

 

 

 本株式移転比率につきまして

は、当社はモルガン・スタンレー

証券株式会社を、JSATはメリルリ

ンチ日本証券株式会社をファイナ

ンシャル・アドバイザーにそれぞ

れ任命し、本株式移転比率に対す

る第三者機関としての評価を依頼

しました。両ファイナンシャル・

アドバイザーはそれぞれ市場株価

分析、DCF（ディスカウントキャ

ッシュフロー）分析等を用いて両

社の企業・株式価値を算定し、そ

の評価を踏まえ、両社が交渉・協

議を行い決定致しました。 

 但し、上記株式移転比率は、算

定の基礎となる諸条件に重大な変

更が生じた場合は、両社協議の

上、変更することがあります。

(3)JSAT（連結）の概要（平成18年3
月末現在）
①商号 ジェイサット株式会社

②事業概要

通信衛星によるネットワー

ク関連サービス及び映像関

連サービス

③設立年月日 昭和60年2月

④本店所在地 東京都千代田区

⑤代表者 代表取締役社長 磯崎 澄

⑥資本金 53,769百万円

⑦発行済株式

総数
356,418株

⑧株主資本 82,888百万円

⑨総資産 169,733百万円

⑩決算期 3月31日

⑪従業員数 257名

⑫主要取引先
エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケ－ションズ㈱

⑬大株主及び

持株比率

エヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケ－

ションズ㈱

17.64%

みずほ信託退職給

付信託（伊藤忠商

事口再信託受託者

資産管理サービス

信託）

13.99%

日本トラスティ・

サ－ビス信託銀行

（㈱住友信託銀行

再信託分・住友商

事㈱退職給付信託

口）

10.75%

日本トラスティ・

サ－ビス信託銀行

㈱）（三井アセッ

ト信託銀行再信託

分・三井物産㈱退

職給付信託口）

9.40%

日本テレビ放送網

㈱
6.31%



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日)

 

 

(4)持株会社の概要（予定）

①商号

スカパー・JSAT株式会社 

(英文名： 

SKY Perfect JSAT Corporation)

②事業内容

− グループの全体最適を図るため
の企画、運営、管理等を行い、各

社の権限と責任を明確にしたうえ

で、業務執行を管理・統括し、グ

ループ全体の経営を統括する。 

− グループの経営資源を有効活用
し、利益成長を促進させるととも

に統合効果を早期に実現させる視

点からグループ経営戦略を策定

し、これを実行する。

③本店所在地

未定

④取締役及び監査役候補者

役職 氏名 現職

代表取締役

会長

秋山 政徳 ジェイサット

㈱ 取締役 専務

執行役員

代表取締役

社長

仁藤 雅夫 ㈱スカイパーフ

ェクト・コミュ

ニケーション

ズ 代表取締役社

長

取締役 住友 裕郎 ジェイサット

㈱ 上級執行役員

取締役 平林 良司 ㈱スカイパーフ

ェクト・コミュ

ニケーション

ズ 常務取締役

⑤資本金

未定

⑥発行予定株式数

設立時発行予定株式数 

普通株式3,696,037株

⑦決算期

3月31日

⑧会計監査人

 監査法人トーマツ



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第12期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 平成18年6月27日関東財務局長に提出

  

(2)有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度 第12期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 平成18年8月30日関東財務局長に提出

  

(3)臨時報告書 

証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づ

くもの  平成18年8月30日関東財務局長に提出 

  

(4)臨時報告書の訂正報告書 

証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づ

くもの  平成18年9月29日関東財務局長に提出 

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

  

平成１７年１２月２２日

  

 
  

  

 
  

 
  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１７年４月１日から平成１８年３月 

３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係

る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ及び連結子会社の平成１７

年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  
追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間

から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸

表を作成している。 
  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

株式会社 スカイパーフェクト・

        コミュニケーションズ

取   締   役   会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯  野  健  一   印



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

  

平成１８年１２月１８日

  

 
  

  

 
  

 
  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１８年４月１日から平成１９年３月 

３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係

る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算

書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ及び連結子会社の平成１８

年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成

１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社及びジェイサット株式会社は、平成１８年１０月２６日開

催のそれぞれの取締役会による決議において、両社の完全親会社となる持株会社を設立し、その傘下で経営

統合を行うことを決定し、同日、両社の間で基本合意書を締結している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

株式会社 スカイパーフェクト・

        コミュニケーションズ

取   締   役   会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯  野  健  一   印



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

  

平成１７年１２月２２日

  

 
  

  

 
  

 
  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１７年４月１日から平成１８年３月 

３1日までの第１２期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１７年９月３０日現在の財政

状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営

成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定

資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成して

いる。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
  

株式会社 スカイパーフェクト・

        コミュニケーションズ

取   締   役   会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯  野  健  一   印



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

  

平成１８年１２月１８日

  

 
  

  

 
  

 
  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１８年４月１日から平成１９年３月 

３１日までの第１３期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１８年９月３０日現在の財政

状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営

成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社及びジェイサット株式会社は、平成１８年１０月２６日開

催のそれぞれの取締役会による決議において、両社の完全親会社となる持株会社を設立し、その傘下で経営

統合を行うことを決定し、同日、両社の間で基本合意書を締結している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

株式会社 スカイパーフェクト・

        コミュニケーションズ

取   締   役   会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平   印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯  野  健  一   印


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)発行済株式総数、資本金等の状況
	(4)大株主の状況
	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書
	④中間連結株主資本等変動計算書
	⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外営業収益

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/80
	pageform2: 2/80
	form1: EDINET提出書類  2006/12/21 提出
	form2: 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(941391)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/80
	pageform4: 4/80
	pageform5: 5/80
	pageform6: 6/80
	pageform7: 7/80
	pageform8: 8/80
	pageform9: 9/80
	pageform10: 10/80
	pageform11: 11/80
	pageform12: 12/80
	pageform13: 13/80
	pageform14: 14/80
	pageform15: 15/80
	pageform16: 16/80
	pageform17: 17/80
	pageform18: 18/80
	pageform19: 19/80
	pageform20: 20/80
	pageform21: 21/80
	pageform22: 22/80
	pageform23: 23/80
	pageform24: 24/80
	pageform25: 25/80
	pageform26: 26/80
	pageform27: 27/80
	pageform28: 28/80
	pageform29: 29/80
	pageform30: 30/80
	pageform31: 31/80
	pageform32: 32/80
	pageform33: 33/80
	pageform34: 34/80
	pageform35: 35/80
	pageform36: 36/80
	pageform37: 37/80
	pageform38: 38/80
	pageform39: 39/80
	pageform40: 40/80
	pageform41: 41/80
	pageform42: 42/80
	pageform43: 43/80
	pageform44: 44/80
	pageform45: 45/80
	pageform46: 46/80
	pageform47: 47/80
	pageform48: 48/80
	pageform49: 49/80
	pageform50: 50/80
	pageform51: 51/80
	pageform52: 52/80
	pageform53: 53/80
	pageform54: 54/80
	pageform55: 55/80
	pageform56: 56/80
	pageform57: 57/80
	pageform58: 58/80
	pageform59: 59/80
	pageform60: 60/80
	pageform61: 61/80
	pageform62: 62/80
	pageform63: 63/80
	pageform64: 64/80
	pageform65: 65/80
	pageform66: 66/80
	pageform67: 67/80
	pageform68: 68/80
	pageform69: 69/80
	pageform70: 70/80
	pageform71: 71/80
	pageform72: 72/80
	pageform73: 73/80
	pageform74: 74/80
	pageform75: 75/80
	pageform76: 76/80
	pageform77: 77/80
	pageform78: 78/80
	pageform79: 79/80
	pageform80: 80/80


